
【
抄
録
】

実
乗
は
、
相
模
大
山
寺
別
当
に
一
八
六
八
年
三
月
着
任
直
後
、
総
督
府
よ
り
大

山
寺
の
立
退
き
の
宣
告
を
受
け
、
直
後
立
退
と
本
尊
の
山
外
移
転
を
決
め
た
。
大

山
麓
民
は
即
時
に
こ
の
こ
と
に
反
対
し
、
本
尊
を
山
内
に
留
め
た
。
一
八
七
六

（
明
治
九
）
年
、
俄
か
に
本
尊
を
納
め
る
不
動
堂
再
建
の
動
き
が
起
こ
り
、
麓
村

民
・
明
王
寺
他
子
院
・
大
工
棟
梁
景
元
の
三
者
で
再
建
協
議
を
開
始
し
た
。
村
民

は
再
建
資
金
を
旧
御
師
持
の
檀
那
場
か
ら
寺
僧
が
調
達
す
る
な
ど
三
者
の
個
人
的

活
動
に
依
拠
し
て
い
た
た
め
こ
の
協
議
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
一
八
八
三
（
明
治

一
六
）
年
三
月
、
新
た
に
山
口
左
七
郎
は
じ
め
麓
村
の
豪
農
・
篤
農
や
有
力
者
を

筆
頭
に
、
新
築
・
庶
務
・
寄
付
・
出
納
の
四
係
で
構
成
さ
れ
た
再
建
協
会
が
組
織

化
さ
れ
、
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
一
一
月
に
不
動
堂
が
完
成
し
た
。
三
者
間

の
協
議
は
、
資
金
調
達
が
最
も
難
題
で
あ
っ
た
が
、
麓
村
の
豪
農
・
篤
農
や
参
詣

道
の
重
立
、
有
力
者
の
結
束
に
よ
り
、
慶
應
四
年
閏
四
月
に
廃
寺
通
告
さ
れ
た
大

山
寺
は
、
明
治
一
八
年
一
一
月
、
僅
か
二
〇
年
後
に
不
動
堂
と
し
て
再
興
さ
れ
た

廃
寺
復
興
の
稀
な
例
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

別
当
実
乗
、
麓
村
民
、
再
建
資
金
、
豪
農
・
篤
農
、
大
工
棟
梁

は
じ
め
に

大
政
奉
還
が
さ
れ
た
翌
年
の
一
八
六
八
（
慶
應
四
）
年
は
、
復
古
思
想
を
背
景

に
天
皇
の
も
と
で
祭
政
一
致
を
行
う
体
制
に
よ
っ
て
近
代
化
を
計
ろ
う
と
し
た
変

革
年
で
あ
る
。
そ
の
変
革
に
際
し
仏
教
諸
派
の
僧
侶
と
堂
舎
を
神
官
・
神
社
か
ら

分
離
す
る
施
策
が
優
先
的
さ
れ
、
三
月
二
八
日
の
神
仏
分
離
令
が
出
さ
れ
た
。

こ
の
布
告
を
め
ぐ
り
各
地
の
寺
社
で
は
神
仏
分
離
が
様
々
に
展
開
さ
れ
た
が
最

も
端
的
な
も
の
が
廃
仏
毀
釈
で
あ
り
、
こ
の
結
果
失
わ
れ
た
寺
院
は
計
り
知
れ
な

い
。神

奈
川
県
内
で
は
鶴
岡
八
幡
宮
、
箱
根
権
現
、
大
山
寺
な
ど
の
実
態
が
『
明
治

（
�
）

維
新
神
仏
分
離
史
料
』
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

鶴
岡
八
幡
宮
は
、
幕
末
ま
で
は
、
八
幡
大
菩
薩
を
祭
神
、
本
地
仏
を
阿
弥
陀
如

来
と
す
る
新
義
真
言
宗
の
名
刹
で
あ
っ
た
が
、
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
、
十
二
か
院

の
寺
僧
は
悉
く
還
俗
し
神
官
に
転
身
し
た
。
寺
域
を
神
社
様
式
に
転
換
す
る
た
め

明
治
期
に
お
け
る
廃
寺
復
興

│
│
相
模
大
山
寺
│
│

飯

田

隆

夫



（
�
）

梵
鐘
は
取
潰
さ
れ
仏
像
・
仏
具
共
ど
も
古
物
商
の
手
に
渡
っ
た
。
鶴
岡
八
幡
宮

は
、
神
仏
分
離
に
伴
う
名
刹
の
転
換
の
一
例
で
あ
る
。

近
世
に
お
け
る
大
山
寺
は
古
義
真
言
宗
寺
院
で
、
山
頂
に
石
尊
権
現
を
ま
つ
る

石
尊
社
、
山
腹
に
不
動
明
王
尊
を
安
置
す
る
不
動
堂
を
置
き
、
病
気
平
癒
、
火
難

・
盗
難
除
け
、
雨
乞
い
、
災
害
除
け
な
ど
庶
民
の
諸
祈
願
に
応
え
る
と
と
も
に
江

戸
幕
府
の
祈
祷
寺
院
と
し
て
手
厚
い
保
護
を
受
け
た
寺
で
あ
っ
た
。
大
山
は
御
師

が
神
職
へ
転
じ
阿
夫
利
神
社
を
た
て
、
寺
僧
が
退
き
大
山
寺
を
廃
寺
と
し
た
事
例

（
�
）

で
あ
る
。

近
世
期
に
お
け
る
大
山
信
仰
の
研
究
は
、
門
前
町
の
集
落
、
御
師
檀
家
圏
、
参

（
�
）

詣
道
な
ど
が
多
数
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
神
仏
分
離
に
関
し
て
は
松
岡
俊
や
手
中
正

（
�
）（
�
）

（
�
）

の
論
考
、
明
治
前
期
の
経
済
生
活
に
は
鈴
木
道
郎
と
丹
羽
邦
男
な
ど
の
研
究
が

（
�
）

あ
る
。
大
山
寺
は
明
治
元
年
に
廃
絶
さ
れ
、
寺
僧
は
山
内
西
谷
に
移
転
し
本
尊
の

不
動
明
王
を
確
保
し
、
麓
村
民
の
発
願
に
よ
り
不
動
堂
を
明
治
一
八
年
に
復
興
さ

（
�
）

（

）

せ
た
。
こ
の
復
興
に
関
す
る
研
究
は
こ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
は
、
神
仏
分
離
に
伴
い
廃
寺
と
さ
れ
た
大
山
寺
が
二
十
年
足
ら
ず
の
短
い

間
で
復
興
さ
れ
た
源
泉
が
何
処
に
あ
り
、
そ
の
意
義
を
問
う
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
対
象
の
時
期
は
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
以
降
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年

と
し
、
分
析
対
象
は
、
大
山
寺
の
宮
大
工
を
累
代
継
承
し
た
手
中
明
王
太
郎
景
元

の
日
記
『
大
山
宮
大
工

明
王
太
郎
日
記
』
と
『
相
模
国
大
山
大
工
棟
梁
手
中
家

（

）
（

）

文
書
』
を
使
用
す
る
。

一

大
山
寺
廃
寺
に
対
す
る
麓
民
と
御
師

１

廃
寺
通
告

一
八
六
八
（
慶
応
四
）
年
閏
四
月
二
四
日
、
総
督
府
役
人
大
河
内
潜
は
、
江
戸

城
西
之
丸
に
お
い
て
大
山
寺
別
当
一
八
世
八
大
坊
実
乗
と
供
僧
に
対
し
、
大
山
寺

支
配
を
停
止
し
、
そ
れ
ま
で
の
地
に
阿
夫
利
神
社
を
立
て
る
の
で
即
時
立
退
く
こ

（

）

と
を
通
告
し
た
。
こ
の
通
告
に
よ
り
実
乗
は
、
五
月
五
日
に
は
小
田
原
の
隣
村
、

（

）

国
府
津
村
の
人
足
を
集
め
堂
舎
か
ら
仏
具
・
什
器
を
運
び
出
す
行
動
を
始
め
た
。

実
乗
は
、
じ
つ
は
一
八
六
八
年
三
月
四
日
に
高
野
山
縁
海
院
か
ら
着
任
し
た
直

後
で
あ
っ
た
。
前
住
の
一
七
世
別
当
応
住
は
、
一
八
六
六
（
慶
應
二
）
年
四
月
、

市
ヶ
谷
八
幡
宮
か
ら
就
任
し
た
が
在
任
一
年
五
か
月
で
没
し
た
。
そ
れ
以
前
は
約

一
年
間
別
当
不
在
の
期
間
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
前
は
一
六
世
別
当
覚
昶
が
支
配

し
て
い
た
。
こ
の
覚
昶
の
代
の
一
八
五
七
（
安
政
四
）
年
以
降
多
く
の
大
山
御
師

が
神
職
許
状
を
求
め
神
祇
伯
白
川
家
へ
集
団
入
門
し
た
。
覚
昶
は
こ
れ
ら
御
師
の

白
川
家
入
門
を
認
め
ず
緊
張
関
係
が
続
い
た
。
そ
の
覚
昶
は
一
八
六
五
（
慶
應

元
）
年
三
月
に
没
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
安
政
四
年
以
降
十
年
間
、
大
山
寺
別
当

支
配
が
次
等
に
低
下
し
御
師
勢
力
が
増
大
す
る
情
況
に
あ
っ
た
。
実
乗
が
大
山
寺

別
当
に
就
任
し
た
時
に
は
こ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
り
、
実
乗
の
仏
具
・
什
器
持
出

の
決
断
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

翌
五
月
六
日
、
上
下
子
安
村
・
上
粕
屋
村
役
人
は
、
こ
の
実
乗
の
対
応
に
驚

き
、
本
尊
不
動
明
王
の
他
所
移
転
を
阻
止
す
る
た
め
総
督
府
大
河
内
潜
へ
願
い
出

（

）

た
が
、
こ
の
嘆
願
は
留
保
さ
れ
た
。

神
仏
分
離
を
め
ぐ
る
展
開
に
関
し
て
松
岡
俊
は
、
強
力
な
指
導
者
を
持
つ
こ
と

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
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（

）

な
く
行
わ
れ
た
下
か
ら
の
神
仏
分
離
の
事
例
と
捉
え
た
。
こ
れ
と
反
対
に
手
中
正

は
、
こ
の
地
域
の
変
革
は
、
政
府
・
地
方
官
の
権
力
と
い
う
外
部
圧
力
に
よ
っ
て

（

）

も
た
さ
れ
た
と
す
る
見
解
を
示
し
た
。
筆
者
は
こ
の
神
仏
分
離
の
背
景
に
大
山
御

師
の
宮
本
平
大
夫
と
白
川
家
関
東
執
役
古
川
将
作
と
の
深
い
関
係
を
明
ら
か
に
し

（

）
た
。同

年
一
〇
月
一
八
日
、
実
乗
は
、
大
山
寺
廃
寺
の
引
き
換
え
に
幼
年
の
弟
子
教

順
を
復
飾
さ
せ
大
山
勇
と
改
名
し
神
社
神
主
に
つ
か
せ
、
自
分
は
八
大
坊
を
明
王

寺
と
改
め
て
下
寺
に
本
尊
を
引
取
る
、
と
す
る
内
容
の
願
出
を
東
京
府
寺
社
役
所

（

）

に
提
出
し
正
式
に
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
後
、
実
乗
と
御
師
惣
代
と
の
間
で
こ
の
大

山
勇
を
阿
夫
利
神
社
神
主
と
し
、
夏
山
祭
礼
に
よ
る
諸
収
納
金
の
配
分
な
ど
の
合

（

）

意
が
成
立
し
、
こ
れ
以
後
御
師
は
全
員
祢
宜
へ
転
身
し
た
。

２

不
動
仏
の
山
外
移
転
反
対
の
嘆
願

実
乗
と
新
た
な
祢
宜
と
の
合
意
に
対
し
、
麓
民
は
大
山
山
内
か
ら
本
尊
の
不
動

明
王
が
他
所
へ
移
転
さ
れ
る
こ
と
に
危
機
感
を
抱
き
、
翌
年
一
月
、
麓
村
の
伊
勢

原
村
寄
場
組
合
二
五
か
村
の
う
ち
の
九
か
村
の
名
主
・
惣
代
ら
が
、
次
の
嘆
願
書

を
神
奈
川
県
役
所
へ
提
出
し
た
。

（

）

﹇
史
料
１
﹈

乍
恐
以
書
付
御
嘆
願
奉
申
上
候
、（
前
段
略
）
一
体
石
尊
之
儀
者
、
六
月
二

十
七
日
�
十
六
日
迄
、
僅
ニ
廿
日
之
間
祭
礼
与
唱
参
詣
有
之
、
平
常
者
不
動

仏
而
已
参
詣
、
諸
国
諸
人
信
仰
多
、
就
中
当
国
之
儀
者
、
厚
蒙
霊
験
候
而
已

な
ら
ず
、
山
内

ニ
麓
私
共
村
々
、
参
詣
之
旅
人
通
行
之
利
潤
ヲ
以
て
営
候

も
の
不
少
、
然
ル
処
此
度
、
不
動
仏
場
所
替
ヲ
茂
被
仰
候
而
者
、
仏
慮
滅
徳

者
勿
論
、
自
然
信
仰
軽
薄
ニ
も
相
成
候
而
、
組
合
村
々
者
不
及
申
、
道
筋
稼

之
人
民
、
人
気
治
り
方
ニ
も
拘
り
、
殆
当
惑
罷
在
候
間
、
前
件
御
趣
意
之
御

廉
相
立
候
上
者
、
不
動
仏
之
儀
者
、
是
迄
通
御
安
置
、
坊
中
守
護
平
穏
鎮
座

ニ
相
成
、
組
合
村
々
潤
沢
出
安
心
相
続
相
成
候
様
、
左
之
村
惣
代
以
連
印
、

不
顧
恐
多
奉
嘆
願
候
間
、
何
卒
出
精
ヲ
以
、
御
賢
慮
御
慈
悲
之
御
沙
汰
偏
に

奉
願
上
候
、
以
上

明
治
二
巳
年
正
月
十
九
日

相
州
大
住
郡
廿
五
ケ
村
組
合
寄
場

下
糟
谷
村
名
主
半
助

同
源
左
衛
門

伊
勢
原
村
名
主
吉
蔵

坂
戸

マ
マ
（
筆
者
注
）

村
名
主
嘉
十
郎

田
中
村
名
主
喜
兵
衛

上
粕
谷
村
名
主
九
兵
衛

・
子
安
村
名
主
三
右
衛
門

元
右
衛
門

矢
名
村
小
惣
代

名
主
作
治

・
郎

同
彦
三
郎

富
岡
村
小
惣
代
名
主
弥
五
郎

三
ノ
宮
村
大
惣
代

マ
マ

吉
右
衛
門

上
粕
谷
村
大
惣
代
名
主
善
兵
衛

神
奈
川
県
御
出
役

田
川
耕
作
様

真
島
弥
太
夫
様

石
尊
権
現
の
祭
礼
は
、
六
月
二
七
日
か
ら
七
月
一
六
日
ま
で
の
僅
か
二
十
日
間

の
参
詣
に
過
ぎ
ず
、
通
常
は
霊
験
の
厚
い
不
動
仏
信
仰
に
よ
る
参
詣
者
に
頼
っ
て

い
る
。
山
内
及
び
麓
の
村
々
は
そ
の
参
詣
人
に
よ
る
通
行
の
利
潤
で
営
む
者
が
多

く
不
動
仏
の
他
所
移
転
は
、
参
詣
人
の
減
少
や
街
道
の
人
々
の
稼
ぎ
に
拘
り
、
坊

中
守
護
の
た
め
に
も
是
ま
で
通
り
本
尊
を
安
置
し
て
欲
し
い
と
の
嘆
願
内
容
で
あ

る
。図

は
、
明
治
二
年
当
時
の
伊
勢
原
村
寄
場
組
合
二
十
五
か
村
の
位
置
と
大
山
街

道
（
太
線
）
を
現
代
の
地
図
上
に
示
し
た
。
ア
ミ
掛
地
域
は
、
嘆
願
し
た
名
主
・

惣
代
の
村
々
で
あ
る
。
街
道
の
東
側
は
厚
木
経
由
江
戸
へ
、
西
側
は
秦
野
経
由
小

明
治
期
に
お
け
る
廃
寺
復
興
（
飯
田
隆
夫
）
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田
原
・
箱
根
へ
通
ず
る
街
道
で
、
伊
勢
原
村
境
、
上
粕
屋
村
石

倉
橋
の
黒
点
で
東
西
の
大
山
街
道
が
合
流
す
る
。
願
主
は
、
九

か
村
の
名
主
・
惣
代
ら
の
連
署
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
村
む
ら

は
農
業
の
か
た
わ
ら
街
道
筋
で
参
詣
客
相
手
の
商
い
に
依
存
し

た
人
び
と
で
あ
る
。
嘆
願
文
中
の
「
石
尊
」
と
は
大
山
山
頂
の

神
社
を
指
し
、
こ
の
社
が
大
河
内
潜
の
廃
寺
通
告
以
後
、
阿
夫

利
神
社
を
中
心
と
す
る
霊
場
に
転
換
さ
れ
た
。
日
記
中
で
は
、

こ
の
変
革
に
対
す
る
麓
村
民
の
反
応
は
不
明
で
あ
る
が
、
不
動

仏
の
山
外
へ
の
移
転
に
関
し
て
は
、
右
の
よ
う
に
生
業
に
影
響

す
る
た
め
街
道
沿
い
の
村
民
は
即
時
に
反
対
行
動
を
起
こ
し

た
。
そ
れ
だ
け
大
山
信
仰
と
そ
の
参
詣
者
へ
の
依
存
が
深
か
っ

た
と
い
え
る
。

表
１
は
一
八
二
八
（
文
政
一
一
）
年
当
時
の
村
石
高
差
を
見

る
た
め
、
伊
勢
原
村
寄
場
組
合
二
十
五
か
村
の
石
高
を
比
較
し

た
。
上
粕
屋
村
・
下
糟
屋
村
・
三
ノ
宮
村
・
落
幡
村
の
四
か
村

は
千
石
以
上
で
他
村
に
対
し
比
較
的
豊
か
な
地
域
で
あ
る
。
し

か
し
、
伊
勢
原
村
は
四
七
石
と
少
高
に
も
拘
ら
ず
寄
場
に
選
ば

れ
た
。
こ
の
理
由
は
大
山
街
道
の
要
所
に
あ
り
、
人
口
も
多
く

村
内
に
は
売
用
茶
屋
や
旅
籠
な
ど
の
渡
世
を
商
い
便
利
至
極
な

（

）

村
の
た
め
で
あ
る
。
伊
勢
原
村
は
、
大
山
参
詣
に
最
も
深
く
依

存
し
、
不
動
仏
の
他
所
移
転
で
影
響
を
ま
と
も
に
受
け
る
一
村

で
あ
る
。

図 伊勢原村寄場組合 25 か村
出典「伊勢原市」「神奈川県都市地図」（国土地理院承認済）107～108 頁 昭文社 1993 年より作成。

表
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場
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３

不
動
仏
の
山
内
移
転
通
告

こ
の
後
五
月
六
日
、
大
山
門
前
町
の
大
滝
前
出
会
所
に
お
い
て
御
師
か
ら
転
じ

た
祢
宜
九
三
人
が
参
集
し
、
増
田
源
之
進
・
山
田
仁
太
夫
よ
り
横
浜
奉
行
所
の
裁

（

）

可
と
し
て
以
下
の
内
容
が
明
王
寺
と
供
僧
に
通
告
さ
れ
た
。

（

）

﹇
史
料
２
﹈
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
五
月
九
日
条

大
瀧
前
出
会
所
ニ
於
て
、
禰
宜
九
十
三
人
出
会
致
し
、
源
之
進
・
仁
太
夫
、

横
浜
表
奉
行
所
芦
奈
建
蔵
殿
申
渡
之
次
第
、
銘
々
申
述
候
儀

覚

一
、
大
堂
不
動
尊
、
来
六
月
廿
日
迄
来
迎
院
へ
御
下
ゲ
ニ
相
成
候
、

ニ
諸

仏
之
類
二
重
堂
、
前
不
動
ニ
至
迄
、
引
払
被
仰
付
候

一
、
先
八
大
坊
明
王
寺

中
之
院
・
橋
本
坊
・
喜
楽
坊
・
常
円
坊
・
広
徳
院

〆
八
院
の
者
共
、
来
迎
院
近
所
立
退
可
申
候
、
尤
家
作
向
之
儀
者
、
来
ル

午
年
二
月
晦
日
限
り
、
取
払
可
致
候
。
外
山
上
坊
中
共
御
つ
ぶ
し
ニ
候

（
地
図
略
）

（

）

御
山
、
本
宮
�
子
安
村
・
日
向
村
・
蓑
毛
村
其
外
大
山
地
面
と
是
迄
申
候

場
所
不
残
、
今
般
阿
夫
利
大
神
江
天
皇
�
御
付
被
置
候

（
中
略
）

（
平
）

不
動
尊
御
座
所
地
面
之
儀
者
、
上
ミ
ハ
字
八
幡
た
い
ら
�
六
十
間
限
り
丑

（
無
用
）

寅
之
方
ム
ギ
ョ
ウ
之
橋
境
、
是
�
下
り
水
谷
川
二
股
之
場
所
境
、
是
�
水
谷

（
給
）

（
マ
マ
）

川
登
り
来
迎
院
吸
水
元
谷
相
�
八
幡
平
上
ヱ
六
十
間
之
境
ヱ
引
廻
し
境
相
定

候
事右

之
段
、
僧
共
於
若
不
承
知
之
者
共
有
之
候
へ
バ
、
破
佛
破
寺
急
度
被
申

（
退
）

仰
付
候
、
町
人
共
於
今
日
を
送
り
兼
候
砌
ニ
ハ
何
方
成
共
立
祓
可
然
候
、
若

六
ツ
ケ
敷
申
者
有
之
候
へ
バ
召
捕
之
筈

喜
楽
坊
・
明
王
寺
近
村
配
札
致
度
旨
、
願
書
差
出
し
候
処
、
御
聞
済
無
之

候
て
、
願
書
御
下
ケ
ニ
相
成
候

こ
の
源
之
進
と
仁
大
夫
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
の
転
換
期
、
白
川
家
・
平
田

家
へ
入
門
し
た
大
山
御
師
を
主
導
し
、
阿
夫
利
神
社
祢
宜
と
な
り
寺
僧
に
代
わ
っ

（

）

た
新
た
な
権
威
者
で
あ
る
。
彼
ら
が
横
浜
奉
行
所
の
決
定
と
し
て
不
動
尊
と
八
か

院
を
山
内
西
谷
の
八
幡
平
ら
へ
移
転
す
る
こ
と
を
通
告
し
た
。
不
服
な
ら
ば
立
退

け
と
い
う
。
祢
宜
に
転
身
し
た
御
師
は
、
一
七
八
六
（
天
明
六
）
年
当
時
一
三
六

（

）
名
が
存
在
し
て
い
た
の
で
集
ま
っ
た
祢
宜
九
三
人
は
そ
の
七
割
に
相
当
す
る
。

神
仏
分
離
以
前
、
子
院
は
一
一
か
寺
存
在
し
た
。
中
之
院
・
橋
本
坊
・
喜
楽
坊

・
常
円
坊
・
広
徳
院
と
明
王
寺
の
六
寺
が
菩
提
寺
の
来
迎
院
近
傍
へ
立
退
を
通
告

さ
れ
た
こ
と
は
明
確
だ
が
、
景
元
が
「
〆
て
八
か
院
」
と
す
る
残
る
一
寺
は
日
記

（

）

中
で
は
不
明
で
あ
る
。
傍
線
部
の
喜
楽
坊
・
明
王
寺
の
近
村
へ
の
配
札
の
却
下
は

後
に
問
題
と
な
る
。

大
山
寺
の
寺
領
地
取
上
げ
や
配
札
禁
止
の
内
容
を
含
む
通
告
で
あ
っ
た
が
、
明

王
寺
含
め
八
か
院
は
山
内
の
八
幡
平
へ
移
動
す
る
こ
と
で
不
動
仏
の
他
所
移
転
は

免
れ
た
。
麓
村
民
の
反
対
行
動
が
生
か
さ
れ
た
結
果
と
い
え
る
。

一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
一
〇
月
、
阿
夫
利
神
社
の
運
営
を
復
飾
神
主
大
山
勇

と
祢
宜
と
で
進
め
る
決
定
の
直
後
、
祢
宜
間
で
家
格
を
め
ぐ
り
紛
糾
し
一
八
六
九

（

）

（
明
治
二
）
年
一
月
以
降
一
年
半
に
及
ぶ
争
論
に
発
展
し
た
。
こ
の
結
果
、
祢
宜

間
を
神
社
の
関
与
の
度
合
に
よ
り
執
預
、
上
通
、
中
通
と
す
る
上
下
関
係
を
定
め

た
「
山
法
規
定
書
」
が
明
治
三
年
四
月
に
成
立
し
、
神
主
大
山
勇
と
祢
宜
と
に
よ

る
新
体
制
が
成
立
し
た
。
し
か
し
、
復
飾
神
主
と
執
預
と
の
体
制
は
三
年
足
ら
ず

明
治
期
に
お
け
る
廃
寺
復
興
（
飯
田
隆
夫
）

五



で
破
綻
し
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
七
月
に
権
田
直
助
が
祠
官
と
し
て
大
山
に

入
山
し
、
以
後
阿
夫
利
神
社
の
新
造
が
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
に
か
け
て
進

め
ら
れ
た
。

な
お
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
一
月
に
、
実
乗
は
、
旧
幕
府
か
ら
大
山
寺
に

宛
行
わ
れ
て
き
た
寺
領
一
五
七
石
の
う
ち
の
碩
学
領
五
七
石
を
明
王
寺
分
廩
米
と

（

）

し
て
保
障
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
大
山
寺
は
廃
絶
し
た
が
、
実
乗
に
よ
る
明
王
寺
碩

学
領
の
確
保
は
法
統
を
繋
ぐ
原
資
と
な
る
。

二

不
動
堂
の
再
興
前
半

大
山
寺
廃
寺
に
伴
う
不
動
仏
の
山
外
移
転
は
麓
村
民
ら
の
反
対
行
動
に
よ
っ
て

不
動
仏
は
来
迎
院
給
水
元
八
幡
平
上
へ
の
移
転
が
決
定
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
一
八

七
六
（
明
治
九
）
年
、
に
わ
か
に
麓
村
か
ら
不
動
堂
普
請
の
発
願
が
生
じ
た
。
こ

の
発
願
は
一
〇
年
後
の
明
治
一
八
年
、
明
王
寺
不
動
堂
の
完
成
に
よ
っ
て
実
を
結

び
、
こ
の
明
王
寺
不
動
堂
は
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
、
大
山
寺
の
旧
名
に
復

（

）
す
。
こ
の
発
願
か
ら
不
動
堂
完
成
ま
で
の
二
十
年
間
を
大
山
寺
廃
寺
の
復
興
期
間

と
と
ら
え
る
。
こ
の
復
興
を
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
か
ら
一
八
八
三
（
明
治
一

六
）
年
二
月
の
八
年
を
前
半
期
、
同
年
三
月
か
ら
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
十

一
月
ま
で
の
二
年
を
後
半
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
記
で
は
普
請
、
再
建

と
記
さ
れ
る
の
で
こ
の
表
現
に
従
い
、
ま
ず
再
興
前
半
期
を
追
っ
て
み
る
。

（

）

﹇
史
料
３
﹈
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
七
月
一
四
日
条

今
般

大
山
不
動
尊
大
堂
本
普
請
、
弥
、
取
掛
ニ
相
成
候
筈
、
七
ケ
院
始
、

元
村
ニ
於
て
、
板
戸
村
玉
川
弥
右
衛
門
発
願
ニ
て
、
其
外
、
田
中
村
西
村
甚

兵
衛
、
上
粕
屋
村
麻
生
善
兵
衛
、
其
外
、
い
せ
原
村
、
近
村
ニ
至
迄
、
定
約

（
明
治
九
年
）

出
来
、
依
之
、
子
七
月
十
四
日
、
田
中
村
片
町
西
村
甚
兵
衛
、
手
中
宅
出

張
ニ
相
成
、
同
人
被
申
候
儀
者
、
今
般
、
大
堂
御
本
普
請
、
兼
テ
案
内
之

通
、
玉
川
弥
右
衛
門
事
、
根
付
発
願
仕
（
以
下
略
）

板
戸
村
玉
川
弥
右
衛
門
が
発
起
人
と
な
り
、
七
か
院
始
め
西
村
甚
兵
衛
や
麻
生

善
兵
衛
の
他
近
村
と
の
約
定
が
整
っ
た
と
す
る
が
、
日
記
に
は
景
元
は
約
定
の
内

（

）

容
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
日
記
に
つ
づ
き
、
西
村
甚
兵
衛
が
古
格
の
通
り
景

元
を
棟
梁
職
に
す
る
こ
と
を
約
定
し
た
と
す
る
。
傍
線
の
手
中
と
は
大
山
寺
宮
大

工
の
手
中
明
王
太
郎
景
元
（
以
下
景
元
）
を
指
す
が
、
こ
こ
で
は
景
元
を
除
い
た

と
こ
ろ
で
麓
民
お
よ
び
七
か
院
と
相
談
が
済
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
景
元
は
、

一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
五
月
以
降
は
阿
夫
利
神
社
造
営
に
棟
梁
と
し
て
携
わ
っ

（

）

て
い
る
。（
日
記
中
、
大
山
不
動
尊
大
堂
、
宝
珠
山
大
堂
な
ど
表
現
さ
れ
る
が
以

後
、
不
動
堂
と
表
記
す
る
）

こ
の
発
願
を
契
機
に
翌
年
、
麓
民
・
寺
僧
・
景
元
の
三
者
間
で
再
建
の
会
合
が

始
ま
っ
た
。

（

）

﹇
史
料
４
﹈
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
七
月
七
日
条

当
国
板
戸
村
片
町
玉
川
弥
右
衛
門
殿
登
山
、
手
中
宅
江
立
寄
、
明
王
太
郎
、

前
社
普
請
大
工
方
見
廻
り
罷
出
、
途
中
�
承
知
致
し
、
仮
堂
罷
出
候
、（
中

（
会
）

略
）
仮
堂
ニ
於
て
玉
川
氏
面
快
、
故
ニ
又
、
喜
楽
坊
主
、
広
徳
院
主
、
両
僧

（
会
）

（
喜
楽
院
）

（
広
徳
院
）

面
快
一
礼
申
述
、
依
之
、
酒
飯
等
被
下
、
弥
又
、
喜
院
主
始
、
広
院
主
両
僧

�
被
申
渡
候
事
、
実
、
今
般
、
不
動
尊
大
堂
ヲ
始
、
普
請
取
掛
ニ
付
、
明
王

（
勤
）

太
郎
殿
ニ
於
テ
、
大
棟
梁
働
被
下
候
、
依
之
、
至
急
、
板
絵
図
面
丹
誠
願
入

候
、（
中
略
）
今
般
、
普
請
之
儀
、
明
王
太
郎
持
普
請
同
様
、
百
事
丹
誠
願

入
候
、
弥
又
、
大
堂
建
方
ニ
相
成
候
上
者
、
大
棟
梁
始
メ
格
別
成
丹
誠
料
御
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渡
可
申
候
也
ト
喜
楽
坊
始
、
広
徳
院
、
弥
右
衛
門
殿
三
名
、
定
約
申
述
候
也

こ
の
当
時
、
景
元
は
阿
夫
利
神
社
造
営
の
真
最
中
に
あ
っ
た
の
で
文
面
の
前
社

は
本
殿
・
幣
殿
・
拝
殿
の
う
ち
の
拝
殿
を
、
仮
堂
は
不
動
堂
を
指
し
て
い
る
。
神

社
普
請
現
場
の
見
回
り
の
途
次
、
発
起
人
の
玉
川
弥
右
衛
門
、
喜
楽
院
・
広
徳

院
、
明
王
太
郎
こ
と
景
元
の
三
者
間
で
不
動
堂
再
建
の
面
談
に
よ
り
、
棟
梁
を
景

元
に
依
頼
す
る
合
意
が
形
成
さ
れ
た
。
寺
僧
は
景
元
に
至
急
板
絵
図
の
作
成
を
願

入
れ
、
景
元
は
普
請
代
の
考
慮
に
触
れ
て
受
諾
し
た
。

寺
社
の
普
請
に
は
、
①
請
負
証
文
、
②
建
図
（
建
割
図
）、
③
指
図
（
平
面

図
）、
④
寺
社
境
内
指
図
、
⑤
寺
社
雛
形
と
木
割
図
、
⑥
木
積
帳
の
六
種
が
必
要

（

）

と
さ
れ
る
。
寺
僧
が
触
れ
た
絵
図
面
は
②
・
③
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

れ
以
前
に
普
請
関
係
者
の
約
定
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
請
負
証
文
に
あ
た
る
「
約

定
書
」
が
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
二
月
一
五
日
、
大
工
棟
梁
景
元
を
筆
頭

に
、
杣
木
挽
職
・
建
具
職
・
石
工
職
・
黒
鍬
下
職
・
板
家
根
職
・
鳶
職
の
七
職
と

来
迎
院
・
喜
楽
坊
・
常
円
坊
・
明
王
寺
・
橋
本
坊
の
五
か
院
と
の
間
で
締
結
さ
れ

（

）
た
。こ

の
約
定
の
二
か
月
後
の
四
月
三
日
、
八
か
院
は
、
明
王
寺
に
景
元
と
藤
蔵
、

喜
楽
坊
に
太
郎
平
と
定
平
、
橋
本
坊
に
重
郎
と
善
蔵
を
近
村
勧
化
の
た
め
の
担
当

（

）

者
と
決
定
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
勧
化
担
当
を
寺
僧
側
が
一
方
的
に
決
定
し
た

め
、
景
元
以
下
の
者
は
勧
化
担
当
を
断
る
事
態
が
発
生
し
た
。
そ
の
理
由
が
次
の

条
で
あ
る
。

（

）

﹇
史
料
５
﹈
一
八
七
八
（
明
治
一
一
年
）
六
月
一
六
日
条

担
当
人
之
儀
、
右
僧
（
来
迎
院
・
廣
徳
院
・
常
圓
坊

筆
者
注
）
方
へ
相
断

候
、
此
訳
ケ
、
八
ケ
院
之
僧
、
再
建
手
配
不
都
合
之
次
第
、
担
人
共
押
付
、

（
支
）

（
取
計
）

坊
中
ニ
テ
仕
配
致
居
、
殊
ニ
明
王
寺
、
高
野
山
登
り
、
再
建
筋
、
夫
々
計
取

不
申
候
ニ
付
、
無
拠
、
一
先
相
断
候
也
。
故
ニ
詰
合
僧
大
心
配
致
し
、
十
七

日
早
朝
、
坊
住
居
場
所
、
飛
便
罷
出
候
也

日
記
前
後
の
文
面
か
ら
、
再
建
手
配
の
不
都
合
と
は
、
再
建
資
金
の
勧
化
を
指

す
が
、
こ
の
こ
と
に
対
し
て
景
元
以
下
担
当
人
一
〇
名
が
、
寺
僧
側
が
不
動
堂
再

建
に
関
し
高
野
山
と
相
談
せ
ず
、
大
工
職
の
勧
化
担
当
人
を
一
方
的
に
押
付
け
た

こ
と
に
反
発
し
、
止
む
無
く
辞
退
し
た
。
代
わ
り
に
彼
ら
は
、
再
建
の
た
め
に
杉

・
桧
・
立
木
を
買
取
っ
た
金
額
百
拾
壱
円
に
再
建
費
用
金
百
拾
円
を
加
算
し
、
都

（

）

合
二
百
二
拾
壱
円
を
寺
僧
に
奉
納
し
た
。
寺
僧
側
が
景
元
ら
に
勧
化
担
当
を
求
め

た
背
景
は
、
明
治
二
年
五
月
、
祢
宜
の
増
田
・
山
田
が
横
浜
奉
行
所
の
裁
可
と
し

て
明
王
寺
、
喜
楽
坊
の
近
村
配
札
が
却
下
さ
れ
、
神
仏
分
離
以
前
の
明
王
寺
（
旧

八
大
坊
）
の
七
御
師
、
喜
楽
坊
の
十
一
御
師
の
檀
那
場
へ
の
勧
化
が
絶
た
れ
た
事

（

）

情
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
時
を
境
に
、
再
建
の
勧
化
を
め
ぐ
り
喜
楽
院
以
下
寺
僧
と
の
関
係
が
悪
化

し
、
景
元
と
寺
僧
の
間
で
勧
化
に
関
す
る
直
接
的
な
接
触
は
以
後
五
年
間
も
た
れ

な
い
。

他
方
で
明
治
一
一
年
六
月
二
九
日
、
神
社
地
鎮
祭
を
祠
官
権
田
直
助
と
景
元
ら

は
行
い
、
翌
年
五
月
二
一
〜
二
二
日
に
本
宮
の
遷
座
式
執
行
に
よ
り
阿
夫
利
神
社

（

）

の
造
営
を
事
実
上
完
了
し
た
。
景
元
と
寺
僧
が
不
仲
の
ま
ま
用
材
と
資
金
調
達
が

さ
れ
て
い
た
。
景
元
は
四
種
の
日
記
を
残
し
、
そ
の
内
容
は
以
下
で
あ
る
。

⑴
「
大
山
宝
珠
山
用
材
入
費
判
取
」
明
治
十
三
年

一
月
一
五
日
、
用
材
運
搬
人
足
調
達
（
日
記
三
、
六
四
一
〜
六
四
五
頁
）

⑵
「
字
ブ
ナ
ラ
宝
珠
山
入
材
」
明
治
十
四
年
四
月

明
治
期
に
お
け
る
廃
寺
復
興
（
飯
田
隆
夫
）
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四
月
七
日
、
不
動
堂
指
図
・
木
割
算
定
（
同
六
八
二
〜
六
九
一
頁
）

⑶

表
紙
な
し

明
治
十
五
年
五
月
一
六
日
条
「
第
一
普
請
金
弐
千
円
也
、
十

（

）

一
名
ニ
テ
出
来
、
猶
金
八
千
円
也
、
八
ケ
院
ニ
於
て
出
来
候
事

合
計
金

壱
万
円
也
」（
同
七
二
七
頁
）

⑷
「
宝
珠
山
諸
録
控
簿
」
明
治
十
五
年
五
月
拾
二
日

一
〇
月
三
〇
日
、
不
動
堂
木
割
正
式
に
定
ま
る
（
同
七
九
三
・
八
二
八

頁
）

一
一
月
一
九
日

工
数
見
積
一
七
、
三
〇
二
人
、
金
七
、
四
三
九
円
八
六

銭

寺
僧
と
の
関
係
は
悪
化
し
た
が
、
こ
の
間
景
元
は
不
動
堂
再
建
の
資
材
調
達
、

指
図
作
成
・
木
割
算
定
を
右
の
よ
う
に
進
め
、
明
治
一
五
年
五
月
当
時
の
建
築
見

積
を
準
備
し
て
い
た
。
⑶
の
五
月
一
六
日
条
で
、
景
元
・
藤
蔵
ら
は
勧
化
担
当
を

辞
退
し
た
に
も
拘
ら
ず
旧
担
当
と
し
て
普
請
金
を
集
め
、
他
方
の
寺
僧
は
普
請
金

八
千
円
を
調
達
し
て
い
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
日
記
の
前
後
に
関
し
景
元
は

一
言
も
言
及
が
な
い
が
、
寺
僧
・
景
元
の
双
方
に
不
動
堂
再
建
に
活
発
な
動
き
が

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

寺
僧
と
景
元
と
の
長
い
不
正
常
な
関
係
を
解
く
た
め
、
麓
六
村
代
表
と
大
山
町

戸
長
と
寺
僧
喜
楽
院
の
三
者
に
勧
化
担
当
を
辞
退
し
た
庄
平
ら
五
名
が
加
わ
り
会

合
が
持
た
れ
た
。

（

）

﹇
史
料
６
﹈
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
二
月
二
二
日
条

雨
、
新
町
武
本
宅
ニ
於
テ
宝
珠
山
再
建
用
ニ
付
、
伊
勢
原
、
上
粕
屋
村
、
田

中
村
、
板
戸
村
、
白
根
村
、
子
安
村
、
右
戸
長
始
、
重
立
者
出
張
、
大
山
町

な
つ
め
さ
か

（
佐
藤
）

下
山
、
棗
坂
戸
長
早
水

喜
楽
、
旧
明
王
寺
担
当
庄
平
、
善
蔵
、
米
吉
、

定
平
、
博
多
右
者
打
寄
、
種
々
談
事
致
候
得
共
、
計
取
不
申
候
、
此
訳
行
宝

珠
山
僧
俗
心
腹
と
近
村
重
立
者
ト
ハ
心
腹
も
相
違
致
居
候
也
。
尤
も
本
月
十

七
日
、
板
戸
村
玉
川
宅
ニ
テ
右
者
談
事
ノ
砌
、
宝
珠
山
僧
俗
共
、
不
勘
弁
難

キ
儀
申
述
、
一
同
立
腹
、
猶
、
十
八
日
、
十
九
日
、
僧
俗
、
右
人
江
詫
入

漸
々
談
事
ニ
相
成
。
掛
合
之
手
続
キ
僧
俗
者
�
口
書
文
、
為
後
日
右
村
方
差

出
候
次
第

棗
坂
は
大
山
町
の
開
山
町
の
坂
道
の
こ
と
で
、「
速
水
」
は
御
師
の
佐
藤
速
水

（

）

を
指
す
。
今
回
の
会
合
に
は
、
麓
村
六
村
代
表
と
寺
側
の
喜
楽
院
と
勧
化
担
当
を

辞
退
し
た
庄
平
ら
五
名
に
、
新
た
に
御
師
で
戸
長
の
佐
藤
速
水
と
町
方
と
思
わ
れ

る
下
山
が
加
わ
っ
た
会
合
で
あ
る
。
日
記
の
十
七
〜
十
八
日
は
景
元
の
神
社
用
向

が
書
か
れ
る
だ
け
で
他
は
不
明
で
あ
る
。
文
面
の
「
僧
俗
」
の
俗
は
、
再
建
奉
納

金
を
拠
出
し
勧
化
担
当
人
を
辞
退
し
た
庄
平
ら
五
名
で
は
な
く
、
佐
藤
速
水
と
下

山
を
指
す
と
筆
者
は
考
え
る
。﹇
史
料
２
﹈
に
あ
っ
た
明
王
寺
・
喜
楽
院
の
配
札

却
下
の
内
容
を
知
る
者
は
喜
楽
院
と
御
師
の
佐
藤
速
水
で
あ
る
。
日
記
の
景
元
は

既
知
で
あ
る
が
麓
六
村
代
表
は
こ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
い
た
た
め
、
寺
僧
と
麓
村

代
表
と
の
思
惑
が
甚
だ
し
く
異
な
り
、
麓
村
代
表
の
怒
り
を
か
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
一
件
は
寺
僧
が
麓
村
代
表
に
詫
び
た
こ
と
で
落
着
し
た
。

麓
民
の
怒
り
を
か
っ
た
内
容
は
、
再
建
資
金
の
捻
出
方
法
に
あ
っ
た
。

（

）

﹇
史
料
７
﹈
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
三
月
四
日
条

（
馳
走
）

夕
刻
、
片
町
（
田
中
村
、
筆
者
注
）
西
村
甚
兵
衛
宅
罷
出
候
、
チ
ソ
ウ
ニ
相

成
、
次
ニ
宝
珠
山
再
建
之
儀
ニ
付
、
同
宅
江
上
粕
屋
村
紙
屋
（
鵜
川
、
筆
者

注
）
九
兵
衛
、
海
老
屋
仙
二
郎

片
町
玉
川
弥
右
衛
門
、
右
三
名
、
内
談
之

次
第
、
八
ケ
院
一
同
、
宝
珠
山
住
居
候
事
、
旧
御
師
中
ニ
於
テ
、
八
ケ
院
旧

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
二
十
六
号
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格
之
通
、
無
二
之
事
、
当
用
金
三
千
円
也
手
配
之
事
、
次
ニ
勧
化
外
ニ
テ
、

宝
珠
山
ニ
於
テ
毎
年
金
三
千
円
也
差
出
候
事
、
其
外
、
相
模
国
者
不
及
申

ニ
、
国
々
勧
化
金
之
儀
者
、
旧
師
職
ヲ
以
手
配
致
、
半
金
づ
つ
ハ
其
者
手
間

代
、
遣
物
代
ニ
遣
ス
事
、
又
、
旧
旦
持
場
�
納
主
方
ニ
於
テ
宝
珠
山
江
直

（
知
ら
ず
）

納
、
師
職
ニ
於
て
シ
ラ
ズ
ニ
居
候
共
、
其
持
主
江
壱
割
、
急
度
可
致
候
事
、

殊
ニ
不
動
尊
之
儀
者
、
八
ケ
院
持
チ
ニ
ハ
無
之
、
是
ハ
全
く
大
山
一
同
持
ニ

候
也
。
以
来
、
左
様
承
知
可
致
候
筈
、
八
ケ
院
江
相
断
候
処
実
正
也

西
村
甚
兵
衛
の
自
宅
で
鵜
川
九
兵
衛
、
海
老
屋
仙
二
郎
、
発
起
人
の
玉
川
弥
右

衛
門
で
再
建
資
金
捻
出
の
た
め
相
談
し
た
内
容
で
あ
る
。
文
面
の
通
り
寺
僧
に
対

し
再
建
資
金
の
当
用
金
三
千
円
と
旧
御
師
の
手
配
に
よ
り
毎
年
三
千
円
の
差
出
し

を
求
め
た
。
こ
こ
に
は
、
麓
民
の
寺
僧
に
対
す
る
強
硬
な
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
麓

民
は
大
山
御
師
の
膝
元
の
檀
那
場
で
永
年
、
大
山
信
仰
を
支
え
て
き
た
こ
と
か
ら

寺
僧
が
大
山
御
師
に
再
建
資
金
の
勧
化
を
働
き
か
け
る
の
は
至
極
当
然
と
の
思
い

（

）

が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
神
社
信
仰
へ
転
換
し
た
大
山
御
師
に
は
内
緒
で
、
御
師

へ
勧
化
の
割
戻
を
示
唆
し
て
い
る
。
景
元
と
喜
楽
坊
と
の
資
金
調
達
を
め
ぐ
る
軋

轢
は
、
寺
僧
側
が
再
建
資
金
の
調
達
を
旧
御
師
持
ち
檀
家
へ
の
勧
化
怠
慢
を
問
わ

れ
た
こ
と
に
あ
る
。

麓
村
代
表
は
、
再
建
資
金
を
め
ぐ
り
寺
僧
と
景
元
の
対
立
を
仲
介
し
た
が
、
こ

れ
ら
三
者
で
は
不
動
堂
再
建
の
資
金
調
達
は
困
難
と
判
断
し
た
。

三

不
動
堂
の
再
興
後
半

上
粕
屋
村
、
伊
勢
原
村
、
子
安
村
ら
の
重
立
は
、
明
治
一
六
年
三
月
、
再
建
資

金
調
達
の
た
め
上
粕
屋
村
の
名
士
山
口
左
七
郎
を
総
長
に
、
麓
村
有
力
者
を
勧
誘

し
、
さ
ら
に
建
築
と
資
金
調
達
を
新
築
・
庶
務
・
寄
付
・
出
納
の
四
係
に
分
け
た

組
織
化
を
行
う
会
合
を
も
っ
た
。

（

）

﹇
史
料
８
﹈
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
三
月
一
〇
〜
一
一
日
条

上
粕
屋
村
字
明
神
前
ニ
油
や
今
介
宅
ニ
テ
、
宝
珠
山
大
堂
新
築
出
会
、
弥
、

配
役
ヲ
定
事
、
左
ニ
控
、
其
名
大
山
大
堂
協
会
、
総
長
山
口
左
七
郎
、
尤

（
助
）

も
、
表
テ
名
之
儀
者
隠
居
作
介
ニ
備
候
事
、
袖
役
い
せ
原
村
伊
兵
衛
、
上
粕

屋
村
麻
生
仙
二
郎
、
鵜
川
九
兵
衛
、
子
安
村
大
津
元
右
衛
門
、
右
五
名
、
今

般
、
根
元
之
丹
誠
、
主
ニ
候
也
、

再
建
事
務
取
扱
役
員
ハ
各
村
ノ
会
員
ニ
於
テ
撰
挙
シ
テ
分
課
ス
ル
事
、
如

此イ
印

新
築
掛
（
平
田
庄
平
・
安
藤
定
平
・
加
藤
太
郎
兵
衛
・
鈴
木
六
三

郎
）

ロ
印

庶
務
掛
（
枩
坂
伝
吉
・
吉
沢
金
蔵
・
原
牧
三
）

ハ
印

寄
附
掛
（
山
口
見
隍
・
神
崎
茂
枝
・
近
藤
市
兵
衛
）

ニ
印

出
納
掛
（
下
山
真
澄
・
枩
坂
伝
吉
・
池
谷
弥
三
郎
）

上
粕
屋
村
の
山
口
左
七
郎
は
、
大
磯
で
神
奈
川
自
由
民
権
結
社
「
湘
南
社
」
を

（

）

起
こ
し
自
由
民
権
運
動
を
湘
南
地
区
で
活
発
に
展
開
し
た
人
物
で
あ
る
。
山
口
作

助
は
代
々
上
粕
屋
村
の
名
主
を
勤
め
た
名
望
家
で
明
治
四
年
、
足
柄
上
郡
金
子
村

の
間
宮
仁
三
郎
を
養
子
に
と
り
以
後
山
口
七
三
郎
と
名
乗
ら
せ
た
。「
表
テ
名
之

儀
」
と
す
る
の
は
不
動
堂
再
建
の
強
力
な
後
見
人
を
立
て
、
そ
れ
を
伊
勢
原
村
・

上
子
安
村
・
上
粕
屋
村
が
補
佐
し
た
。
イ
印
の
四
名
は
寺
僧
か
ら
旧
担
当
人
に
指

名
さ
れ
た
者
で
あ
る
。
ロ
印
・
ハ
印
・
ニ
印
の
者
も
各
村
か
ら
選
挙
に
よ
っ
て
選

出
さ
れ
た
と
す
る
。

明
治
期
に
お
け
る
廃
寺
復
興
（
飯
田
隆
夫
）

九



こ
の
会
合
の
時
、
こ
の
組
織
を
大
山
大
堂
協
会
と
さ
れ
て
い
る
が
以
下
再
建
協

（

）

会
と
す
る
。
こ
の
新
た
な
再
建
組
織
に
よ
り
、
不
動
堂
再
建
の
資
金
調
達
が
急
進

展
す
る
。
こ
の
会
合
の
後
早
く
も
三
月
二
八
日
、
不
動
堂
釿
始
祭
に
漕
ぎ
つ
け

（

）
た
。同

年
年
末
、
総
長
山
口
左
七
郎
、
麓
村
七
か
村
代
表
、
景
元
ら
諸
職
人
、
喜
楽

坊
・
常
圓
坊
の
四
者
が
一
同
に
会
し
再
建
協
会
が
正
式
に
発
足
し
た
。

（

）

﹇
史
料
９
﹈
一
八
七
三
（
明
治
一
六
）
年
一
二
月
一
〇
日
条

十
日
晴
、
午
後
�
新
町
武
本
宅
ニ
於
テ
、
宝
珠
山
大
堂
普
請
ニ
付
出
会
、
山

口
左
七
郎
、
山
田
伊
兵
衛
、
い
せ
吉
、
山
七
、
下
粕
屋
村
古
谷
半
助
、
上
粕

屋
村
戸
長
山
口
書
助
、
大
竹
村
平
左
衛
門
、
沼
目
村
作
左
衛
門
、
白
根
村
戸

長
、
子
安
村
大
津
元
右
衛
門
、
上
粕
屋
村
紙
屋
九
兵
衛

海
老
善
、
大
山
町

明
王
太
郎
、
庄
平
、
遠
善
、
八
百
伝
、
下
山
、
池
谷
、
定
平
、
長
吉
、
喜
楽

坊
、
常
圓
坊
外
、
右
衛
門
、
右
之
者
酒
飯
致
、
然
ヲ
、
左
七
郎
�
協
会
新
入

之
者
江
宝
珠
山
本
堂
、
為
建
築
、
協
会
ト
名
付
、
各
々
御
丹
誠
願
、
社
中
ヲ

増
、
普
請
出
来
仕
度
、
此
金
高
六
、
七
万
円
モ
入
用
ニ
候

こ
の
日
記
に
は
、﹇
史
料
２
﹈
に
は
な
い
沼
目
村
・
大
竹
村
・
白
根
村
の
戸
長

が
新
た
に
出
席
し
て
い
る
。
再
建
関
係
者
の
総
会
と
思
わ
れ
る
会
合
で
あ
る
。
こ

の
席
で
山
口
左
七
郎
は
、
総
工
費
六
、
七
万
円
と
見
込
み
社
中
へ
協
力
の
要
請
を

行
っ
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
翌
年
五
月
三
十
一
日
に
は
正
棟
梁
景
元
と
厚
木
半
原
村

矢
内
左
兵
衛
、
大
山
町
職
工
十
八
名
惣
代
の
三
者
に
よ
っ
て
請
負
定
約
が
署
名
さ

（

）

れ
た
。

総
長
山
口
左
七
郎
は
、
当
時
建
築
費
用
を
六
、
七
万
と
見
込
ん
だ
が
実
際
の
建

設
費
は
い
か
よ
う
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
再
建
諸
費
が
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年

（

）

七
月
の
日
記
に
控
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
一
覧
に
し
た
の
が
表
２
「
不
動
堂
再

建
費
明
細
」
で
あ
る
。
こ
の
明
細
は
、
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
三
月
一
〇
日

の
不
動
堂
再
建
協
会
設
立
以
降
、
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
五
月
ま
で
の
経
費

で
あ
る
。
総
額
三
二
、
二
〇
七
円
に
対
す
る
出
費
明
細
は
、
諸
職
人
手
間
代
（
石

工
黒
鍬
、
大
工
職
・
木
挽
職
・
鳶
職
・
彫
物
職
）
が
一
一
、
一
三
四
円
で
三
五

％
、
材
料
代
（
木
材
・
金
物
・
屋
根
諸
費
・
縄
延
）
が
七
、
八
二
四
円
で
二
四
・

三
％
と
全
体
の
約
六
割
を
占
め
る
。
他
に
は
、
利
子
支
払
の
四
、
〇
五
二
円
一
三

％
で
こ
の
額
は
長
期
借
入
を
し
て
い
た
た
め
、
上
棟
式
諸
費
の
三
、
六
七
九
円
一

二
％
は
行
事
を
盛
大
に
執
行
し
た
め
と
思
わ
れ
る
。

表
２
の
総
額
は
、
一
二
月
一
〇
日
の
山
口
左
七
郎
の
予
測
額
よ
り
は
少
い
が
、

明
治
一
六
年
三
月
以
前
、
景
元
が
そ
れ
ま
で
に
調
達
し
た
用
材
費
や
大
工
七
職
手

配
の
手
間
代
な
ど
は
算
入
さ
れ
て
い
な
い
。
日
記
か
ら
拾
え
た
再
建
資
金
は
、
寺

僧
に
担
当
人
と
さ
れ
た
者
か
ら
二
二
〇
円
＋
二
千
円
、
寺
僧
の
八
千
円
＋
当
用
金

（

）

三
千
円
＋
勧
化
三
千
円
、
計
一
六
、
二
二
〇
円
で
あ
る
。

「
手
中
明
王
太
郎
家
文
書
」
に
近
村
か
ら
の
寄
付
金
類
の
資
料
が
見
ら
れ
る
が
、

他
の
文
書
類
に
混
在
し
劣
化
も
激
し
く
判
読
不
能
で
あ
る
。
唯
一
、
高
座
郡
芹
澤

村
村
民
三
六
名
の
寄
付
名
簿
で
は
総
額
一
九
円
六
〇
銭
三
朱
、
一
人
当
り
五
十
三

（

）

銭
の
金
額
で
あ
る
。
不
動
堂
再
建
に
要
し
た
費
用
総
額
は
日
記
か
ら
は
不
明
で
あ

る
。
少
な
か
ら
ず
借
金
が
残
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

再
興
後
半
を
追
っ
た
が
、
こ
の
再
建
に
深
く
関
与
し
た
人
物
三
人
に
注
目
し
て

み
る
。

山
口
左
七
郎

山
口
左
七
郎
を
養
子
に
と
っ
た
山
口
作
助
と
は
明
治
前
半
期
に
お
い
て
養
蚕
奨

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
二
十
六
号

一
〇



励
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
生
産
や
資
金
流
通
の

（

）

諸
改
革
を
進
め
財
を
形
成
し
た
豪
農
で
あ
っ
た
。
作
助
を
表
看
板
と
し

た
の
は
再
建
資
金
募
集
の
効
果
を
は
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
袖
役
四
名

の
山
田
伊
兵
衛
は
伊
勢
原
村
、
麻
生
仙
二
郎
・
鵜
川
九
兵
衛
は
上
粕
屋

村
、
大
津
元
右
衛
門
は
子
安
村
の
重
立
で
富
裕
家
で
あ
る
。
麓
村
の
豪

農
家
・
名
士
の
左
七
郎
と
富
裕
家
の
有
力
者
が
参
画
す
る
再
建
協
会
設

立
に
よ
っ
て
再
建
資
金
調
達
の
支
援
層
が
厚
く
な
っ
た
。

山
口
左
七
郎
は
他
方
で
明
治
元
年
、
小
田
原
藩
国
学
者
の
吉
岡
信
之

か
ら
和
歌
を
学
び
そ
の
吉
岡
が
仲
介
と
な
り
左
七
郎
と
権
田
直
助
と
は

師
弟
の
関
係
に
あ
っ
た
。

（

）

﹇
史
料
１０
﹈
明
治
一
四
年
五
月
一
〇
日
条

晴
天
、
け
ふ
も
車
ニ
て
登
廰
す
、
け
ふ
ハ
宿
ニ
権
田
直
助
氏
の
来

ら
る
へ
き
約
束
あ
る
故
い
そ
き
帰
り
ぬ
、
語
学
を
権
田
ニ
受
く
、

逸
見
・
木
村
ら
来
る
、
け
ふ
も
夜
遅
く
ま
て
更
し
ぬ
、
茶
師
ハ
八

王
寺
（
マ
マ
）
よ
り
來
る
、
今
宵
よ
り
語
学
の
学
ひ
を
権
田
ニ
受

く
権
田
直
助
は
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
七
月
大
山
へ
入
山
以
来
神

官
と
し
て
阿
夫
利
神
社
造
営
の
陣
頭
指
揮
を
と
り
一
八
八
一
（
明
治
一

四
）
年
に
本
殿
・
幣
殿
・
拝
殿
を
完
成
さ
せ
た
。
山
口
左
七
郎
が
再
建

協
会
総
長
に
つ
く
以
前
か
ら
両
者
は
知
己
を
得
て
い
た
。
同
時
に
権
田

は
景
元
と
神
社
造
営
に
携
わ
り
、
左
七
郎
は
景
元
の
不
動
堂
再
建
を
支

援
し
、
景
元
は
こ
の
両
者
の
紐
帯
で
あ
っ
た
。
明
治
一
六
年
一
〇
月
以

降
年
末
に
か
け
左
七
郎
の
自
宅
で
不
動
堂
再
建
に
関
し
頻
繁
に
会
合
が

表 2 「不動堂再建費明細」
支払年月日 単位

明治 16 年 明治 17 年 明治 18 年 支払品目 円 ％
4月 14 日～ 明治 19 年 3 月 21 日迄 従業員募集費 104 0.01
4 月 20 日～ 12 月 17 日迄 諸木材買入 6773 0.21

3 月 3 日～12 月 27 日迄 石工黒鍬手間 966 0.03
4 月 20 日～ 12 月 30 日迄 大工職手間代 3861 0.12
4 月 23 日～ 11 月 31 日迄 木挽職手間代 1400 0.04
4 月 14 日～ 5月 5日迄 鳶人足手間賃 4267 0.13
4 月 30 日～ 2月 20 日迄 鉄物代支払代 661 0.02
7 月 31 日～ 11 月 31 日迄 彫物職人支払費 640 0.02

10 月 30 日～ 2月 24 日迄 上棟式諸入費支払 3679 0.11
4 月 30 日～ 12 月 29 日迄 家根諸入費支払 237 0.01

12 月 19 日～ 12 月 29 日迄 開帳事件諸入費支払 400 0.01
5 月 4 日～ 11 月 9 日迄 縄莚費 153 0.01

4 月～ 明治 19 年度迄 器具費 102 0.01
5 月 14 日～ 12 月 24 日迄 役員給与 682 0.02
5 月 5 日～ 12 月 1 日迄 寄附周旋料割返費 1920 0.05
4 月 14 日～ 12 月迄 勧財諸費 396 0.01

1 月～12 月 20 日迄 株券募集諸費支払 228 0.01
9 月 27 日～12 月 1 日迄 入佛式費用 577 0.01

4 月 13 日～ 2月 15 日迄 利子支払 4052 0.13
4 月 13 日～ 2月 15 日迄 雪（臨時）之貸金 220 0.01
4 月 14 日～ 19 年 3 月 31 日迄 雑費 993 0.03

総計 32207 1.00

出典：「阿夫利神社所々控」『大山宮大工 手中明王太郎日記』四 821～825 頁より作成。円以下は切捨て計
算した。
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（

）

持
た
れ
て
い
た
。

山
口
書
輔

山
口
書
輔
は
、
相
模
国
愛
甲
郡
小
野
村
の
原
田
喜
右
衛
門
の
九
子
と
し
て
生
ま

れ
た
が
明
治
一
二
（
一
八
七
九
）
年
四
月
に
大
住
郡
上
粕
屋
村
に
住
み
山
口
市
之

（

）

丞
の
養
子
と
な
っ
た
。
二
年
後
、
山
口
左
七
郎
の
湘
南
社
に
参
加
し
、
伊
勢
原
講

学
会
幹
事
と
な
り
、
さ
ら
に
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
高
部
屋
村
村
長
に
選
出

さ
れ
た
。
山
口
書
輔
は
、
勤
勉
な
民
権
活
動
家
で
篤
農
の
士
で
あ
る
。
こ
の
山
口

書
輔
が
、
不
動
堂
再
建
の
用
材
や
資
金
調
達
の
推
進
者
に
選
出
さ
れ
た
こ
と
で
不

動
堂
再
建
は
本
格
的
に
前
進
し
た
。
山
口
書
輔
は
こ
の
事
情
を
「
履
歴
書
」
で
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

（

）

﹇
史
料
１
１
﹈

明
治
十
七
年
三
月
大
山
不
動
堂
再
建
ニ
付
同
協
會
ヨ
リ
事
務
総
理
ニ
依
託
セ

ラ
レ
始
ン
ト
一
ケ
年
間
大
山
ニ
詰
ル
同
年
十
二
月
ニ
至
り
多
年

延
滞
セ
シ
大
堂
略
成
ル

明
治
十
八
年
十
二
月
右
不
動
入
佛
式
ヲ
終
ル
事
業
略
落
成
ノ
姿
ニ
相
成
ル
茂
建

築
費
支
出
ノ
方
ヲ
失
シ
各
會
者

大
小
麦

品
評
會
ヲ
催
ス
、
蓋
シ
當
品
評
會
ノ
嚆
矢
ナ
ル
ベ
シ
ト

山
口
書
輔
は
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
か
ら
不
動
堂
が
完
成
す
る
ま
で
の

一
年
間
は
山
中
の
作
業
現
場
に
籠
り
っ
き
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
書
輔
は
建
築

費
の
出
費
を
賄
う
た
め
大
麦
小
麦
の
品
評
会
を
各
会
が
開
催
し
、
こ
れ
が
品
評
会

の
嚆
矢
に
な
っ
た
と
い
う
。
事
実
、
一
八
九
八
（
明
治
二
四
）
年
平
塚
金
目
村
で

（

）

開
催
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
不
動
堂
再
建
費
の
手
当
策
を
講
じ
て
い
た
。

手
中
明
王
太
郎
景
元

手
中
明
王
太
郎
景
元
は
、
一
八
五
四
（
安
政
元
）
年
暮
山
内
に
出
火
し
た
火
災

に
よ
り
、
焼
失
し
た
大
山
寺
と
諸
堂
宇
を
再
建
し
た
。
と
こ
ろ
が
一
八
六
九
（
明

治
二
）
年
の
神
仏
分
離
に
よ
り
大
山
寺
と
諸
堂
宇
を
取
壊
し
、
一
方
で
阿
夫
利
神

社
造
営
（
明
治
六
〜
一
二
年
）、
他
方
で
不
動
堂
再
建
（
明
治
一
五
〜
一
八
年
）

を
大
工
棟
梁
と
し
て
携
わ
っ
た
。
表
３
「
棟
梁
景
元
の
阿
夫
利
神
社
造
営
・
不
動

堂
再
建
年
表
」
は
、
一
八
五
四
（
安
政
元
）
年
以
降
、
景
元
の
没
年
ま
で
を
日
記

か
ら
年
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

景
元
が
阿
夫
利
神
社
造
営
に
関
与
し
た
動
機
に
つ
い
て
は
日
記
中
で
は
全
く
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
。
神
社
造
営
は
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
五
月
一
六
日
、

「
阿
夫
利
神
社
中
津
社
地
割
之
図
」
と
神
社
執
預
（
佐
藤
速
水
・
沼
野
一
路
・
内

海
景
弓
）、
普
請
方
（
相
原
貞
甫
・
増
田
稲
麿
・
佐
藤
正
助
）
ら
の
立
会
か
ら
具

（

）

体
的
に
始
ま
り
、
以
後
は
一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
神
社
本
宮
及
び
諸
社
普
請
に

携
わ
っ
た
。
こ
の
間
、
景
元
は
、
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
五
月
の
本
宮
手
斧

始
、
六
月
の
地
祭
、
一
八
八
二
（
明
治
一
二
）
年
五
月
に
は
遷
座
式
で
祝
詞
奏

（

）

上
、
御
身
箱
（
御
神
体
）
取
替
を
権
田
直
助
と
と
も
に
執
行
し
た
。

景
元
は
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
以
降
、
十
数
年
間
を
阿
夫
利
神
社
造
営
と
不

動
堂
再
建
を
同
時
並
行
的
に
進
め
た
。
阿
夫
利
神
社
造
営
や
不
動
堂
再
建
に
は
建

築
に
必
要
な
請
負
証
文
・
建
図
・
指
図
・
絵
図
・
木
割
・
木
積
の
作
成
の
他
に
、

建
築
資
材
の
調
達
、
大
工
七
職
（
大
工
・
杣
木
挽
・
建
具
・
石
工
・
担
当
人
・
黒

鍬
・
板
家
根
）
の
手
配
を
専
ら
景
元
が
兼
務
し
た
。
安
政
元
年
大
山
寺
の
消
失
と

再
建
、
明
治
維
新
後
の
廃
寺
と
再
興
を
三
〇
年
に
携
わ
っ
た
稀
な
棟
梁
で
あ
る
。

明
治
二
年
、
麓
民
に
よ
る
本
尊
移
転
阻
止
と
明
治
九
年
の
不
動
堂
再
興
の
発
願

を
契
機
に
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
一
一
月
不
動
明
王
の
入
仏
式
に
至
り
二
〇

年
の
歳
月
で
大
山
寺
の
廃
寺
以
来
、
不
動
堂
は
復
興
さ
れ
た
。

幕
末
期
か
ら
明
治
維
新
の
変
革
を
大
工
棟
梁
と
し
て
生
き
た
心
情
ど
う
で
あ
っ
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表 3 棟梁景元の阿夫利神社造営・不動堂再建年表
元号 西暦 月 日 年齢 阿夫利神社造営 不動堂再建 出典
安政元 1854 12 31 36 大山寺諸堂宇焼失 巻 1安政元年「萬出火控」

文久元 1861 4 43 大山寺再建普請 巻 1文久元年「大堂御社
寺坊控」

明治 2 1869 5 9 大滝前会所にて不動堂立退決定 巻 2、646 頁

明治 3 1870 4 16 52 授得院・大覚坊・上之院・廣徳
院・中之院取壊 巻 2、773～782 頁

明治 6 1873 5 16 55 阿夫利神社中津社地
（荒）割図 巻 2、126 頁、138 頁

8 10 56 阿夫利神社、板絵図出来 巻 3、194 頁
明治 9 1876 1 21 58 奥社建替 巻 3、38 頁

7 14 大山不動尊大堂再建発願 巻 3、336 頁

明治 10 1877 7 7 59 不動堂板絵図出来／棟梁を手中
明王太郎に決定 巻 3、369・370・378 頁

明治 11 1878 2 15 60 不動堂再建「18 か条約書」締結 手中家文書＃1039・1040
4 大山寺地割 手中家文書＃1059
4 27 本宮、木積 巻 3、436 頁
5 29 手斧始 巻 3、442 頁
6 16 明王太郎、勧化担当人を辞退 巻 3、454 頁
6 29 本宮・拝殿、地祭 巻 3、463 頁

明治 12 1879 1 4 61 仕事始、7職人の本殿造
営相談 巻 3、490 頁

5 21 本宮遷座式 巻 3、588 頁
5 22 本宮遷座式 巻 3、590 頁
7 25 男坂、思兼社地割 巻 3、26 頁
7 28 旧前不動前鳥居建始 巻 3、661 頁

明治 15 1882 7 4 旧御師の普請勧化申入 巻 3、783 頁
10 30 64 宝珠山大堂、木割定まる 巻 3、793 頁
11 7 阿夫利神社神門建立 巻 3、886 頁
12 不動尊大堂仕様積書 #1254

明治 16 1883 2 22 65 寺僧と重立の対立 巻 4、21・22 頁
3 4 旧御師の普請勧化 巻 4、29・30 頁
3 10 不動堂大堂再建担当定まる 巻 4、47 頁

3 27 不動尊大堂、手斧始 巻 3、825 頁、巻 4、57
・58 頁

3 28 不動尊大堂、地割
4 不動堂大堂平面図 手中家文書＃1282
11 10 大堂再建協会役員決定 巻 4、149 頁

明治 17 1884 6 1 66 大山寺本堂地割（不動尊大堂の
建造本格化） 手中家文書＃1372

6 14 山口書輔、陣頭指揮 巻 4、249 頁
明治 18 1885 11 28 67 遷仏式
明治 36 1903 3 86 景元、死去。

注 1 阿夫利神社造営・不動堂再建の出典は、表作成上『大山宮大工手中明王太郎日記』巻 2・3・4の頁を示す。
注 2 出典中、＃は「手中家資料所在目録」の資料番号を示す。

明
治
期
に
お
け
る
廃
寺
復
興
（
飯
田
隆
夫
）

一
三



た
か
。
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
三
月
一
七
日
の
日
記
に
は
、「
日
輪
天
命
と
諦

（

）
め
候
�
致
方
無
御
座
」
と
述
懐
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

大
工
棟
梁
景
元
日
記
の
検
討
を
通
じ
て
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
た
。

１

慶
應
四
年
三
月
四
日
、
高
野
山
縁
海
院
か
ら
大
山
寺
に
就
任
し
た
実
乗
は
、

閏
四
月
二
三
日
、
総
督
府
役
人
大
河
内
潜
か
ら
大
山
寺
の
支
配
停
止
を
通
告
さ
れ

る
と
直
に
大
山
寺
の
本
尊
不
動
明
王
の
他
所
移
転
を
決
断
し
た
。
こ
の
実
乗
の
対

応
に
伊
勢
原
村
寄
場
組
合
九
か
村
の
名
主
・
惣
代
か
ら
強
く
反
対
さ
れ
た
。
こ
の

反
対
の
結
果
、
一
八
六
九
（
明
治
二
）
年
五
月
九
日
、
不
動
明
王
は
山
内
西
谷
の

八
幡
平
ら
に
あ
る
来
迎
院
へ
の
留
め
置
き
が
決
定
さ
れ
た
。
同
時
に
大
山
寺
と
子

院
五
寺
（
大
覚
坊
・
授
得
院
・
上
之
院
・
実
城
坊
・
宝
寿
院
）
は
廃
寺
と
な
り
、

実
乗
は
大
山
寺
の
後
継
と
し
て
明
王
寺
を
た
て
、
山
内
に
残
留
し
た
子
院
五
寺

（
喜
楽
坊
・
広
徳
院
・
常
円
坊
・
橋
本
坊
・
中
之
院
）
と
と
も
に
来
迎
院
に
身
を

寄
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
大
山
寺
廃
寺
直
後
の
経
過
を
明
ら
か
に
し
た
。

２

一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
七
月
、
麓
村
の
玉
川
弥
右
衛
門
が
不
動
堂
再
建
を

発
願
し
、
こ
れ
を
機
に
麓
村
・
八
か
院
・
大
工
景
元
の
三
者
で
明
治
一
一
年
六
月

ま
で
再
建
資
金
の
調
達
を
め
ぐ
る
相
談
が
行
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
寺
僧
が
景
元
に

勧
化
担
当
を
一
方
的
に
決
定
し
た
た
め
両
者
の
関
係
が
永
く
悪
化
し
た
。
こ
の
原

因
は
、
喜
楽
坊
と
明
王
寺
は
近
村
の
配
札
禁
止
を
祢
宜
の
増
田
・
山
田
か
ら
通
告

さ
れ
て
い
た
た
め
資
金
調
達
の
手
ず
る
が
な
く
、
か
つ
高
野
山
へ
相
談
せ
ず
景
元

ら
職
人
へ
勧
化
担
当
を
決
め
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
麓
村
代
表
は
寺
僧
の
こ
の
対
応

を
憤
っ
た
が
、
増
田
・
山
田
の
通
告
を
麓
民
は
知
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
日
記

は
読
め
る
。

３

一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
三
月
以
降
、
麓
村
代
表
は
、
上
粕
屋
村
の
山
口

左
七
郎
・
山
口
書
輔
及
び
伊
勢
原
村
・
子
安
村
ら
の
有
力
者
を
頼
り
、
建
築
、
資

金
、
要
員
調
達
、
庶
務
な
ど
を
分
担
し
た
再
建
協
会
を
組
織
し
た
こ
と
で
、
本
尊

を
安
置
す
る
不
動
堂
は
明
治
一
八
年
一
一
月
に
完
成
し
た
。

４

大
山
寺
廃
寺
か
ら
阿
夫
利
神
社
へ
の
転
換
を
麓
民
が
ど
う
受
け
止
め
た
か
は

日
記
か
ら
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
変
革
の
時
不
動
明
王
が
山
外
に
持
ち

出
さ
れ
る
こ
と
に
は
麓
民
が
ま
ず
反
対
の
行
動
を
起
こ
し
、
結
果
と
し
て
山
外
移

転
を
食
い
止
め
た
。
そ
の
上
本
尊
を
安
置
す
る
不
動
堂
の
再
建
を
発
願
し
寺
僧
、

景
元
と
と
も
に
再
建
の
流
れ
を
起
し
た
。
廃
寺
か
ら
二
〇
年
足
ら
ず
の
間
に
、
何

故
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
実
現
可
能
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
に
は
二
つ
の
要
素
が
あ

る
と
考
え
る
。

一
つ
は
、
不
動
信
仰
に
対
す
る
麓
村
民
の
執
着
で
あ
る
。
伊
勢
原
村
寄
場
組
合

に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
村
民
は
、
古
義
真
言
宗
で
古
刹
大
山
寺
の
不
動
信
仰
に
帰

依
し
て
い
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
参
詣
の
街
道
村
と
し
て
生
計
面
か
ら
深
く
依
存

し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
寺
僧
と
再
建
資
金
を
め
ぐ
る
記
述
に
多
く
表
れ
て
い

る
。二

つ
は
、
大
工
棟
梁
景
元
の
執
着
で
あ
る
。
景
元
は
、
安
政
元
年
の
大
山
寺
焼

亡
以
来
、
幕
末
の
大
山
寺
再
建
、
明
治
元
年
の
大
山
寺
破
却
、
明
治
九
年
以
降
の

再
建
を
一
身
で
貫
い
た
。
明
治
三
年
当
時
自
身
の
進
退
を
危
ぶ
ん
だ
が
、﹇
史
料

３
﹈
の
背
景
に
は
不
動
堂
再
建
に
対
す
る
景
元
の
内
心
の
思
い
が
潜
ん
で
い
る
と

解
す
る
。

５

大
山
寺
支
配
停
止
を
受
け
た
実
乗
は
、
即
時
に
山
外
転
出
を
覚
悟
し
が
、
麓
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民
の
本
尊
移
転
反
対
の
た
め
翻
意
し
た
。
大
山
寺
後
継
の
明
王
寺
を
宣
し
法
統
を

繋
ぐ
べ
く
徳
川
幕
府
宛
行
五
十
七
石
を
確
保
し
た
。
以
後
、
再
建
資
金
を
め
ぐ
り

景
元
と
寺
僧
と
は
対
立
し
た
が
、
日
記
上
に
表
れ
な
い
金
策
の
奮
迅
が
推
測
さ
れ

る
。

６

不
動
堂
再
興
の
意
義
は
、
阿
夫
利
神
社
の
完
成
で
神
社
信
仰
に
覆
わ
れ
た
か

に
み
え
る
が
、
不
動
堂
の
再
建
に
よ
り
神
仏
信
仰
が
併
存
す
る
山
岳
霊
場
へ
明
治

期
に
蘇
生
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
深
い
。

注（
１
）
辻
善
之
助
・
村
上
専
精
・
鷲
尾
順
敬
編
『
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
三

関
東
編
（
二
）
名
著
出
版
、
一
九
八
三
年
。
四
六
九
│
五
五
八
頁
、
五
六
四
│
五

九
二
頁
。

（
２
）
「
神
仏
分
離
の
実
情
」（『
神
奈
川
県
史
』
通
史
編
四

一
九
八
〇
年
）
二
五
〇
│

二
五
九
頁
。

（
３
）
「
神
仏
分
離
」（『
伊
勢
原
市
史
』
別
編
社
寺

一
九
九
九
年
）
五
三
五
│
五
三
七

頁
。

（
４
）
圭
室
文
雄
編
『
大
山
信
仰
』
雄
山
閣
出
版

一
九
九
二
年
。

（
５
）
松
岡
俊
「
幕
末
明
治
初
期
に
お
け
る
相
模
大
山
御
師
の
思
想
と
行
動
│
神
仏
分

離
を
中
心
と
し
て
│
」（『
伊
勢
原
の
歴
史
』
五
、
一
九
〇
〇
年
）
五
八
│
七
六
頁
。

（
６
）
手
中
正
「
大
山
の
神
仏
分
離
」（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
都
市
・
近
郊
の
信
仰

と
遊
山
・
観
光
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
）
二
〇
九
│
二
三
四
頁
。

（
７
）
鈴
木
道
郎
「
明
治
初
期
に
お
け
る
相
模
大
山
御
師
の
経
済
生
活
」（
日
本
地
理
学

会
『
地
理
学
評
論
』
三
九
│
一
〇

一
九
六
六
年
）。

（
８
）
丹
羽
邦
男
「
先
導
師
の
町
│
明
治
前
期
の
大
山
町
│
」（『
伊
勢
原
の
歴
史
』
三
、

一
九
八
八
年
）
一
│
三
一
頁
。

（
９
）
内
海
平
太
（
弁
次
）『
大
山
寺
年
表
』
一
九
八
六
年

二
八
│
二
九
頁
。

こ
の
不
動
堂
は
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
に
大
山
寺
と
旧
名
に
復
し
た
。

（

）
た
だ
し
、
建
築
学
か
ら
小
沢
朝
江
・
猪
狩
渉
の
研
究
が
あ
る
。
こ
の
内
容
は
明

治
十
八
年
に
復
興
さ
れ
た
大
山
寺
本
堂
と
寛
永
期
の
造
営
を
比
較
し
た
内
容
で
あ

る
。
小
沢
朝
江
・
猪
狩
渉
「
寛
永
度
大
山
寺
本
堂
の
平
面
・
意
匠
と
明
治
度
の
再

建
過
程
」（『
東
海
大
学
紀
要
工
学
部
』
五
五
│
二
、
二
〇
一
五
年
）
三
七
│
四
二

頁
。

（

）
手
中
明
王
太
郎
景
元
『
大
山
宮
大
工

明
王
太
郎
日
記
』
一
〜
五
巻
、
解
読
筆

写
小
野

朗
・
安
田
三
郎
、
発
行
者
手
中
正
、
一
九
九
二
年
。
各
巻
は
、

一
「
萬
出
火
控
」
安
政
元
年
寅
極
月
〜「
萬
覚
悵
」
嘉
永
二
己
辰

二
「
諸
方
手
控
」
文
久
二
年
戌
正
月
吉
日
〜「
明
治
四
未
春
日
記
」

三
「
本
宮
味
細
地
割
」
明
治
四
年
十
一
月
〜「
皇
居
造
営
宝
珠
山
地
割
付
用
材
味

細
」

四
「
日
記
」
明
治
十
六
年
正
月
〜「
阿
夫
利
神
社
所
々
控
」
明
治
二
十
四
年

五
「
阿
夫
利
神
社
両
尊
普
請
控
」
明
治
二
十
五
年
〜「
伊
勢
道
中
日
記
控
」

の
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
ら
日
記
の
う
ち
大
山
寺
の
大
山
寺
廃
絶
か
ら
再
建
に
関
係

す
る
第
三
・
四
巻
を
主
な
対
象
と
す
る
。

手
中
明
王
太
郎
景
元
（
一
八
一
九
〜
一
九
〇
三
）
は
鎌
倉
郡
平
戸
村
の
田
中
小

兵
衛
の
三
男
で
あ
る
。
一
八
三
〇
（
天
保
元
）
年
、
一
二
歳
の
時
、
大
山
寺
の
宮

大
工
棟
梁
の
手
中
明
王
太
郎
忌
部
敏
景
に
弟
子
入
り
し
た
。
そ
の
後
、
一
八
四
七

（
弘
化
四
）
年
二
八
歳
の
時
に
敏
景
の
長
女
ツ
ネ
と
結
婚
し
て
手
中
家
の
婿
養
子
と

な
り
、
以
後
手
中
明
王
太
郎
景
元
を
名
乗
り
大
山
寺
宮
大
工
家
を
世
襲
し
た
。（
日

記
一
、
手
中
正
「
は
じ
め
に
」
に
よ
る
）。
慶
應
元
年
以
降
、
大
山
寺
廃
絶
と
再
興

に
関
す
る
資
料
は
本
日
記
以
外
に
な
く
、
景
元
の
記
述
に
注
意
を
払
い
つ
つ
廃
寺

復
興
の
姿
を
捉
え
る
た
め
適
宜
引
用
す
る
。
こ
の
日
記
原
文
は
非
公
開
扱
い
に
つ

き
小
野

朗
・
安
田
三
郎
両
氏
の
翻
刻
に
依
拠
し
た
。
本
文
で
は
、
手
中
明
王
太

郎
景
元
は
「
景
元
」
と
表
記
す
る
。

（

）
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
。
七
七
四
（
宝
亀
五
）
年
〜

一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
に
か
け
て
の
五
一
一
二
点
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（

）
『
大
山
宮
大
工

明
王
太
郎
日
記
』（
以
下
日
記
）
二
、「
阿
夫
利
山
留
記
」
慶
応

四
年
辰
閏
四
月
二
四
日
、
五
一
四
頁
。「
大
山
阿
夫
利
神
社
之
大
神
之
儀
者
、
今

般
、
御
一
新
ニ
付
、
僧
共
ニ
て
付
添
致
候
筈
相
断
可
申
候
、
猶
、
御
師
職
江
相
渡

明
治
期
に
お
け
る
廃
寺
復
興
（
飯
田
隆
夫
）

一
五



（
マ
マ
）

可
申
候
段
、
若
又
、
帰
俗
致
候
ヘ
バ
、
是
迠
之
神
職
之
下
座
ニ
可
付
候
、
右
急
度

被
仰
渡
候
」

（

）
日
記
二
、「
阿
夫
利
山
留
記
」
五
月
五
日
、
五
一
六
頁
。（

国
府
村
）

「
大
山
寺
別
当
八
大
坊
、
五
月
五
日
�
雨
中
を
諸
道
具
向
梅
村
�
人
足
供
弐
十
、

三
十
人
ニ
て
持
送
り
候
、
上
下
の
寺
之
者
不
残
什
物
ニ
至
迠
、
古
代
�
之
品
、

皆
々
持

参
候
筈
」

（

）
日
記
二
、「
阿
夫
利
山
留
記
」
五
月
六
日
、
五
一
九
頁
。

「
町
人
共
�
江
戸
表
大
阿
内
潜
様
方
へ
願
出
候
事
、
昨
五
日
、
依
之
、
右
御
役
人

方
�
御
沙
汰
を
待
請
可
申
故
ニ
何
れ
相
談
可
致
候
段
」

（

）
注
（
５
）
松
岡

前
掲
書
、
七
六
頁
。

（

）
注
（
６
）
手
中

前
掲
書
、
二
三
二
頁
。

（

）
拙
稿
「
幕
末
に
お
け
る
相
模
大
山
御
師
の
選
択
と
古
川
将
作
と
の
交
流
」『
佛
教

大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
』
四
四
、
二
〇
一
六
年
、
四
六
│
五
〇
頁
。

（

）
日
記
二
、「
八
月
留
記
」
明
治
元
年
一
〇
月
一
八
日
、
四
二
三
│
四
二
五
頁
。

（

）
注
（
５
）
松
岡

前
掲
書
、
六
九
頁
。
こ
の
一
〇
月
に
阿
夫
利
神
社
の
大
祭
収

納
金
を
神
主
十
五
％
、
祢
宜
八
十
五
％
と
す
る
議
定
が
交
わ
さ
れ
た
。

（

）
明
治
二
年
一
月
一
九
日
「
当
国
廿
五
ケ
村
組
合
中
嘆
願
書
」（「
手
中
明
王
太
郎

家
＃
七
九
六
文
書
」
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）。

（

）
文
政
一
一
年
六
月
「
村
々
小
組
合
年
番
惣
代
名
前
帳
」（
三
之
宮
石
井
誠
一
氏

藏
、『
伊
勢
原
市
史
』
通
史
編
近
世

二
〇
一
〇
年
、
三
四
四
〜
三
四
五
頁
）。

（

）
大
山
門
前
町
に
は
、
坂
本
町
に
本
瀧
、
開
山
町
に
良
弁
瀧
、
福
永
町
に
愛
宕
瀧

が
あ
り
、
大
瀧
は
、
別
所
町
左
腋
谷
に
あ
る
（『
新
編
相
模
風
土
記
稿
』
三
、
一
〇

五
頁
。
一
九
九
八
年
、
雄
山
閣
）。

（

）
日
記
二
、「
日
用
留
記
」
明
治
二
年
五
月
九
日
、
六
四
六
頁
。

（

）
こ
の
地
面
と
は
、
慶
長
一
三
年
、
大
山
寺
実
雄
宛
碩
学
領
五
七
石
、
慶
長
一
五

年
大
山
寺
別
当
八
大
坊
宛
百
石
、
徳
川
家
康
黒
印
状
に
よ
る
朱
印
地
を
指
す
。『
改

訂
相
州
古
文
書
』
第
一
巻
、『
大
日
本
近
世
史
料
』
諸
宗
本
末
帳
二
七
頁
。

（

）
大
藤
直
兄
氏
藏
「
明
治
三
年
庚
午
年

山
法
規
定
書
」
に
よ
る
。（『
伊
勢
原
市

史
』
資
料
編

続
大
山

一
九
九
四
年
、
七
〇
六
頁
）

（

）
手
中
正
氏
藏
「
天
明
六
年

大
山
寺
社
稷
丸
裸
」
に
よ
る
（（
注

）
前
掲
書
、

八
六
│
九
二
頁
）。

（

）
神
仏
分
離
前
、
別
当
八
大
坊
の
も
と
に
子
院
は
中
之
院
・
大
覚
坊
・
授
得
院
・

宝
寿
院
・
橋
本
坊
・
常
圓
坊
・
養
智
院
・
広
徳
院
・
喜
楽
坊
・
上
之
院
・
実
城
坊

の
一
一
院
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
授
得
院
は
大
竹
村
の
光
明
院
へ
、
大
覚
坊
と
宝

寿
院
は
厚
木
村
知
恩
寺
へ
退
出
し
た
こ
と
が
慶
應
四
年
五
月
五
日
条
に
記
さ
れ
る
。

養
智
院
・
上
之
院
・
実
城
坊
も
廃
寺
対
象
と
思
わ
れ
る
。

（

）
注
（

）
前
掲
書
六
八
一
│
七
〇
二
頁
。

（

）
内
海
正
志
氏
蔵
「
差
上
申
上
一
札
之
事
」（「
明
治
四
年
二
月

御
布
告

聚
舎

用
留
」
所
収
『
伊
勢
原
市
史
』
資
料
編
続
大
山

七
五
三
頁
）。

（

）
雨
降
山
大
山
寺
『
大
山
史
年
表
』
一
九
八
六
年
、
三
〇
頁
。

（

）
日
記
三
、「
阿
夫
利
大
神

雨
降
山
明
王
太
郎

諸
記
」
明
治
九
年
七
月
一
四

日
、
三
三
七
頁
。

（

）
﹇
史
料
３
﹈
の
不
動
堂
再
興
の
兆
し
は
「
明
治
四
年
未
春
」
十
月
三
日
条
（
八
三

六
〜
八
三
八
頁
）
に
あ
る
。
当
日
の
内
容
は
長
文
に
つ
き
簡
潔
に
示
す
。
①
子
安

村
名
主
大
津
元
右
衛
門
の
内
願
に
よ
り
不
動
堂
普
請
の
た
め
各
所
か
ら
大
材
を
集

め
た
が
、
神
主
や
福
原
定
次
郎
ら
が
勝
手
に
売
却
し
よ
う
と
し
た
、
②
こ
れ
を
上

粕
屋
村
善
兵
衛
、
下
糟
屋
村
萬
や
市
兵
衛
、
伊
勢
原
村
山
田
伊
兵
衛
ら
が
差
留
さ

せ
た
。
元
右
衛
門
の
内
願
は
景
元
に
よ
る
普
請
が
含
ま
れ
て
い
た
、
③
景
元
が
不

動
堂
を
安
置
す
る
明
王
寺
の
建
立
を
喜
楽
院
に
糺
す
と
新
寺
の
建
立
は
高
野
山
か

ら
論
外
と
言
わ
れ
た
、
④
小
田
原
出
身
の
手
引
に
よ
り
小
田
原
県
役
人
よ
り
本
尊

普
請
の
内
願
は
承
知
し
た
、
そ
の
筋
へ
工
夫
す
る
の
で
丹
精
す
る
よ
う
言
わ
れ
た
。

景
元
は
こ
の
役
人
が
誰
か
を
明
か
し
て
い
な
い
。

景
元
は
、
神
主
と
祢
宜
と
が
結
ん
だ
明
治
三
年
「
山
法
規
定
書
」
の
四
月
、
廃

寺
と
な
っ
た
旧
不
動
堂
と
授
得
院
・
大
覚
坊
・
上
之
院
・
廣
徳
院
・
中
之
院
の
解

体
を
行
う
途
中
で
諸
木
材
が
夏
の
祭
礼
目
前
で
も
参
道
脇
に
積
置
き
す
る
こ
と
を

祢
宜
に
弁
明
し
て
い
る
（
日
記
七
七
三
・
七
七
四
・
七
八
四
頁
）。

（

）
日
記
三
、
表
紙
な
し
。
阿
夫
利
神
社
中
津
社
地
割
図
、
明
治
六
年
五
月
、
一
二

五
〜
七
頁
。
同
年
八
月
以
降
は
、
権
田
直
助
の
陣
頭
指
揮
の
も
と
で
造
営
が
本
格

化
す
る

（

）
日
記
三
、「
前
社
御
本
殿
・
不
動
尊
大
堂
・
腰
掛
神
社
輿

手
控
」
明
治
一
〇
年

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
二
十
六
号

一
六



七
月
七
日
。
三
六
九
〜
三
七
〇
頁
。

（

）
手
中
正
「
手
中
明
王
太
郎
と
大
工
文
書
そ
し
て
明
王
太
郎
敏
景
」（
西
和
夫
『
伊

勢
道
中
日
記
│
旅
す
る
大
工
棟
梁
│
』
所
収
、
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
）
一
七
〇

│
一
八
七
頁
。

①
は
施
主
と
大
工
と
の
約
定
（
契
約
）
書
、
②
は
建
物
の
外
形
・
屋
根
形
状
・

向
背
な
ど
の
図
面
上
の
設
計
、
③
は
建
物
平
面
図
、
④
は
伽
藍
や
社
殿
の
配
置
図
、

⑤
の
雛
形
は
代
々
受
け
継
が
れ
る
模
型
図
、
木
割
は
、
建
物
各
部
の
寸
法
・
大
き

さ
を
比
例
配
分
に
よ
り
示
す
図
、
⑥
は
建
築
に
必
要
な
木
材
を
事
前
に
見
積
も
る

使
用
書
で
、
木
寄
と
も
呼
ば
れ
る
。

（

）
一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
二
月
一
五
日
「
宝
珠
山
不
動
尊
伽
藍
再
建
諸
手
控

伽
藍
棟
梁
手
中
明
王
太
郎
条
約
（
再
建
ニ
付
約
定
十
八
条
）」（「
手
中
明
太
郎
家
史

料
一
〇
三
九
〜
四
〇
）。

（

）
日
記
三
、「
宝
珠
山
不
動
尊
伽
藍
再
建
諸
手
扣
」
明
治
十
一
年
寅
一
月
吉
辰
、
四

〇
二
頁
。
こ
の
決
定
が
出
る
ひ
と
月
前
の
三
月
二
日
条
に
「
伽
藍
地
坪
改
ル
、
詰

合
廣
（
徳
）
院
壱
人
、
擔
人
明
王
太
郎
、
庄
平
・
米
吉
・
善
蔵
・
乙
二
郎
・
定
平

・
太
郎
平
〆
八
名
、
黒
鍬
職
大
山
伊
左
衛
門
、
怒
田
村
春
吉
、
千
村
長
吉
、
場
所

相
改
候
也
」
と
あ
り
不
動
堂
の
再
建
場
所
が
確
定
し
た
。

（

）
日
記
三
、「
阿
夫
利
大
神
本
宮
祝
詞
所

詰
所
木
積
細
工
手
控
」
明
治
十
一
年
六

月
十
六
日
、
四
五
四
頁
。

（

）
こ
の
十
名
は
、
担
当
人
に
さ
れ
た
太
郎
平
を
除
く
景
元
・
藤
蔵
・
定
平
・
重
郎

・
善
蔵
と
重
郎
・
重
吉
・
治
平
・
定
平
・
六
三
郎
で
後
出
の
日
記
か
ら
こ
れ
に
太

郎
平
を
加
え
た
十
一
名
が
勧
化
担
当
で
あ
っ
た
。

（

）
拙
稿
「
近
世
期
に
お
け
る
相
模
大
山
御
師
の
形
成
過
程
」『
鷹
陵
史
学
』
四
二
所

収
、
二
〇
一
六
年

一
五
八
頁
。
八
大
坊
・
喜
楽
坊
の
配
下
の
大
山
寺
護
摩
取
次

御
師
が
保
有
し
た
檀
家
へ
の
勧
化
を
指
す
。

（

）
日
記
「
阿
夫
利
神
社
御
本
殿
用
材
寸
法
仕
上
銘
細
控
」
明
治
一
二
年
三
月

五

八
八
〜
五
九
〇
頁
。

（

）
担
当
人
一
同
が
出
会
い
、
二
千
円
の
内
訳
は
、
数
（
藤
、
筆
者
注
）
蔵
五
百
円

と
善
蔵
五
百
円
と
で
計
千
円
、
残
る
千
円
は
九
名
で
出
来
と
し
、
う
ち
千
円
は
重

郎
所
持
の
地
券
を
用
立
た
と
記
さ
れ
る
。

（

）
日
記
四
、「
自
明
治
拾
六
年
第
正
月
日
記

至
」
明
治
一
六
年
二
月
二
二
日
、
二

二
│
二
三
頁
。

（

）
大
山
御
師
の
檀
家
帳
で
あ
る
明
治
一
〇
年
当
時
の
『
開
導
記
』（
大
山
阿
夫
利
神

社
所
蔵
）
か
ら
集
計
す
る
と
佐
藤
速
水
は
相
模
・
武
蔵
・
上
総
・
上
野
・
下
野
・

信
濃
六
国
に
一
二
、
九
三
七
戸
を
保
有
し
て
い
る
。
大
山
御
師
の
な
か
で
は
広
域

に
多
数
の
檀
家
を
持
っ
た
御
師
の
一
人
で
あ
る
。

（

）
注
（

）
前
掲
書
、
三
一
頁
。

（

）
『
開
導
記
』
に
よ
る
と
伊
勢
原
寄
場
組
合
二
五
か
村
に
お
け
る
大
山
御
師
の
延
数

は
延
二
一
二
人
、
檀
家
総
数
は
一
、
八
六
五
戸
に
及
ぶ
。
一
村
当
り
平
均
八
・
五

御
師
、
七
四
・
五
戸
の
計
算
と
な
る
。
二
五
か
村
は
大
山
御
師
の
有
力
な
檀
那
場

で
あ
っ
た
。

（

）
注
（

）
前
掲
書
、
四
七
頁
。

（

）
大
畑
哲
・
佐
々
木
徹
・
石
倉
光
男
・
山
口
匡
一
『
山
口
左
七
郎
と
湘
南
社
』
ま

ほ
ろ
ば
書
房
、
一
九
九
八
年
、
三
│
六
頁
。
及
び
同
書
巻
末
年
表
二
六
〇
│
二
六

六
頁
。

（

）
日
記
で
は
大
山
大
堂
協
会
と
の
み
あ
る
が
、
大
山
御
師
の
後
継
者
内
海
弁
次
の

著
書
『
相
州
大
山
』（
神
奈
川
新
聞
社

一
九
九
六
年
、
三
一
三
頁
）
に
よ
る
と

「
大
山
町
大
堂
再
建
協
会
」
が
正
式
名
称
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、
先
導
師
宮
本
宇

之
三
郎
家
の
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
第
七
五
号
文
書
に
よ
る
も
の
で
不
動
堂

再
建
寄
附
の
た
め
の
「
相
州
大
山
不
動
再
建
寄
附
勧
奨
」
と
の
標
題
で
あ
る
。

（

）
明
治
十
六
年
三
月
廿
八
日
条
「
右
場
所
（
字
八
幡
平
）
ニ
テ
手
斧
祭
事
ス
、
同

断
、
喜
（
楽
）
坊
始
、
七
ケ
院
其
外
、
主
僧
出
ル
、
住
寺
分
、
小
僧
合
テ
、
正
棟

梁
始
、
役
割
順
当
ニ
割
附
候
也
」
日
記
四
、
五
八
〜
六
〇
頁
。

（

）
日
記
四
、「
明
治
十
六
年
未
年
宝
珠
山
本
堂
入
材
手
控
」
一
五
一
│
一
五
二
頁
。

（

）
「
寶
珠
山
大
堂
工
数
請
負
定
約
証
」
手
中
明
王
太
郎
文
書
一
三
六
六
。

（

）
日
記
四
、
八
二
一
│
八
二
五
頁
。「
阿
夫
利
神
社
所
々
扣
」
明
治
廿
四
年
九
月
吉

辰
、「
宝
珠
山
大
堂
再
建
諸
費
明
細
簿
」。

（

）
担
当
人
の
二
二
〇
円
は
日
記
三
、
四
五
四
頁
、
担
当
人
二
千
円
と
寺
僧
の
八
千

円
は
日
記
三
、
七
二
七
頁
、
六
千
円
は
日
記
四
三
一
頁
。

（

）
「
大
山
不
動
尊
大
堂
再
建
寄
附
連
名
悵
（
表
紙
）
高
座
郡
芹
澤
村
（
三
十
六
名
」

明
治
期
に
お
け
る
廃
寺
復
興
（
飯
田
隆
夫
）

一
七



手
中
家
所
蔵
資
料
一
四
一
四
。

（

）
田
嶋
悟
「
明
治
初
年
相
模
国
の
豪
農
の
実
態
」（『
伊
勢
原
の
歴
史
』
一
〇
、
一

九
九
五
年
）
一
│
二
三
頁
。

（

）
「
日
々
の
言
の
葉
」（『
山
口
左
七
郎
日
記
』
明
治
十
四
年
五
月
一
日
〜
十
五
年
十

月
十
八
日
、
三
│
六
頁
。
権
田
直
助
と
山
口
左
七
郎
、
こ
の
二
人
と
報
徳
仕
法
継

承
者
の
福
住
正
兄
ら
と
の
関
係
は
小
田
原
藩
国
学
者
の
吉
岡
信
之
が
媒
介
し
て
い

る
。
注
（

）
前
掲
書
一
九
五
│
一
九
六
頁
。

（

）
日
記
四
、「
大
工
職
数
取
調
帳
宝
珠
山
本
堂
入
材
手
控
」
一
〇
月
一
二
日
、
一
二

五
頁
。
同
月
一
七
日
、
一
三
一
頁
。
一
二
月
一
〇
日
、
一
四
九
頁
。
同
月
一
五
日
、

一
五
八
頁
。
同
月
二
〇
日
、
一
六
〇
頁
。

（

）
注
（

）
前
掲
書
、
二
二
七
│
二
二
八
頁
。

（

）
大
正
八
年
八
月
起
「
山
口
書
輔
事
績
原
稿
」『
山
口
一
夫
氏
所
蔵
資
料
』
所
収

神
奈
川
県
立
文
書
館
蔵
。

（

）
（
明
治
二
四
年
六
月
）「
来
ル
七
月
八
日
ヨ
リ
仝
十
日
迄
三
日
間
、
本
郡
金
目
村

ニ
於
テ
別
紙
規
則
ニ
依
リ
、
繭
・
生
糸
・
大
麦
・
小
麦
ノ
品
評
会
開
設
候
旨
、
湘

南
農
会
長
ヨ
リ
届
出
候
」（『
平
塚
市
史
』
六

資
料
編

近
代
⑵

一
九
九
五
年
、

五
四
│
五
五
頁
）

（

）
日
記
三
「
阿
夫
利
神
社
中
津
社
地
割
図
」
明
治
六
年
五
月
、
一
二
五
〜
七
頁
。

（

）
日
記
三
、「
阿
夫
利
神
社
御
本
殿

用
材
寸
法
仕
上
明
細

控
」
明
治
十
有
二
年

第
三
月
念
吉
日
、
五
八
八
〜
五
九
〇
頁
。

（

）
こ
の
日
の
記
述
は
次
で
あ
る
。

「
明
王
太
郎
申
述
候
儀
、
天
平
勝
宝
年
中
�
不
動
尊

ニ
坊
中
添
、
是
迠
、
目
出

度
相
続
仕
候
、
私
、
家
筋
ニ
候
、
若
、
此
末
ニ
相
成
御
本
尊
、
時
の
其
筋
ニ
於
、

取
捨
打
破
ニ
も
相
成
候
砌
ニ
者
、
全
、
日
輪
天
命
と
あ
き
ら
め
候
�
致
方
無
御
座
」

（
日
記
二
、「
常
留
記
」
明
治
三
年
午
五
月
正
月
吉
辰
、
七
七
七
頁
）。
景
元
は
、
一

八
五
四
（
嘉
永
七
）
年
、
白
川
家
へ
継
目
入
門
し
神
職
許
状
を
得
て
い
た
が
仏
門

へ
の
帰
依
は
不
変
で
あ
り
、
廃
寺
は
天
命
と
覚
悟
し
て
い
る
。

（
い
い
だ

た
か
お

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
特
別
研
究
員
）

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
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八


